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第一部【企業情報】 
第１【企業の概況】 
１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。 
    2.第３期中以外の「潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
    3.第３期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。 

  

(2)提出会社の経営指標等 

(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。 
    2.「1株当たり純資産額」、「1株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益」については、中間連結財務諸

表を作成しているため記載を省略しております。 

回次 第２期中 第３期中 第４期中 第２期 第３期 

会計期間 
自平成17年4月 1日 
至平成17年9月30日 

自平成18年4月 1日

至平成18年9月30日

自平成19年4月 1日

至平成19年9月30日

自平成17年4月 1日 
至平成18年3月31日 

自平成18年4月 1日

至平成19年3月31日

売上高 (百万円) 112,553 120,750 137,668 243,428 260,732 

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △894 1,099 △1,551 5,099 5,517 

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) (百万円) 556 995 △1,635 598 4,130 

純資産額 (百万円) 66,778 77,583 86,275 72,437 85,783 

総資産額 (百万円) 248,945 249,783 259,544 254,808 254,331 

1株当たり純資産額 (円) 187.99 201.82 219.92 203.91 221.44 

1株当たり中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) (円) 1.57 2.77 △4.45 1.68 11.42 
潜在株式調整後1株当たり 
中間(当期)純利益 (円) － 2.74 － － － 

自己資本比率 (％) 26.8 29.4 31.1 28.4 32.0 

営業活動による 
キャッシュ・フロー (百万円) △3,728 445 △86 △8,206 △2,753 
投資活動による 
キャッシュ・フロー (百万円) 19,915 △3,104 △2,941 20,551 4,560 
財務活動による 
キャッシュ・フロー (百万円) △17,577 1,203 3,793 △13,481 △3,890 
現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 (百万円) 7,624 6,696 7,421 8,187 6,325 
従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(人)

 
12,016 
[1,709] 

11,909 
[2,115] 

12,422 
[2,532] 

11,710 
[1,903] 

12,037 
[2,334] 

回次 第２期中 第３期中 第４期中 第２期 第３期 

会計期間 
自平成17年4月 1日 
至平成17年9月30日 

自平成18年4月 1日

至平成18年9月30日

自平成19年4月 1日

至平成19年9月30日

自平成17年4月 1日 
至平成18年3月31日 

自平成18年4月 1日

至平成19年3月31日

売上高 (百万円) 3,212 2,873 1,635 6,099 4,233 

経常利益 (百万円) 1,800 1,876 856 3,101 2,289 

中間(当期)純利益 (百万円) 1,232 1,622 805 1,865 1,939 

資本金 (百万円) 15,000 16,052 16,505 15,000 16,505 

発行済株式総数 (千株) 355,539 363,808 367,574 355,539 367,574 

純資産額 (百万円) 78,499 82,840 83,885 79,124 84,220 

総資産額 (百万円) 156,900 152,150 151,677 148,203 150,222 

1株当たり配当額 (円) － － － － 3 

自己資本比率 (％) 50.0 54.4 55.3 53.4 56.1 

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(人)

 
295 

[40] 
260 
[55] 

236 
[57] 

271 
[42] 

255 
[59] 



  

２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

  

  

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が合併により関係会社から減少しております。 

  

４【従業員の状況】 
(1)連結会社の状況 

 (注)従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

  

  

(2)提出会社の状況 

 (注)従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

なお、当社従業員は㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライからの出向者であります。 

  

(3)労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  

名称 

  

住 所 

  

資本金 

（百万円） 

  

主要な事業 

の内容 

  

議決権の所有 

割合（％） 

  

関 係 内 容 

(連結子会社) 

㈱ジーエス福岡充電所 

  

福岡県糟屋郡 

  

10 

  

電池及び電源 

  

（100） 

  

－ 

㈱ジーエス・ユアサ北海道商品センター 札幌市白石区 10 電池及び電源 （100） － 

㈱ジーエス関西商品センター 大阪府茨木市 10 電池及び電源 （100） － 

(持分法適用関連会社) 

三洋ジーエスソフトエナジー洛南㈱ 

  

京都府久世郡 

  

50 

  

その他 

  

（49） 

  

－ 

また以下の会社を当中間連結会計期間において、保有株式を売却したことにより関係会社から除外しております。 

(持分法適用関連会社) 

PT.Century Batteries Indonesia 

  

インドネシア 

ジャカルタ市 

 

百万RP

58,385 

  

電池及び電源 

  

（32） 

  

－ 

（注） 1. 議決権の所有割合の（ ）は間接所有であります。 

2. 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

平成19年9月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

電池及び電源 

国内(自動車電池) 

  

国内(産業電池及び電源装置) 

  

海外 

  

1,473 

[517] 

1,546 

[814] 

8,524 

[910] 

小計 11,543 

[2,241] 

照明 

  

  

  

194 

[104] 

その他 

  

  

  

685 

[187] 

合計   

  

12,422 

[2,532] 

平成19年9月30日現在

従業員数(人) 

236 

[57] 



第２ 【事業の状況】 
１【業績等の概要】 

(1)業績  
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績が概ね堅調に推移し、設備投資や雇用状況の改善を背景に景気の拡大傾向は緩や

かながらも持続しましたが、原油や非鉄金属をはじめとする原材料の価格高騰、米国経済の減速懸念等、景気の先行きは不透明感が増

してきました。特に当社グループにおける主要原材料である鉛の価格は当期に入り急激に上昇し、史上 高値を記録するまでに至り、

当社グループ経営にとって厳しい状況となりました。 

このような状況にあって当社グループでは、グループの新たな成長を実現すべく「第一次中期経営計画」(平成18年度～平成20年度)及

び「自動車電池事業再生２ヵ年計画」(平成19年度～平成20年度)のもと、前期に引き続き収益体質の抜本的改善及び業績目標の達成に

向けた諸施策への取り組みを推進しました。 

当中間連結会計期間の売上高は、国内市場で補修用自動車電池の販売数量が減少しましたものの産業電池及び電源装置が好調に推移し

たこと、原材料価格高騰による販売価格の改定を国内、海外市場において実施したこと等により、1,376億68百万円と前年同期に比べ

169億17百万円(14.0％)の増加となりました。 

利益面については、人件費をはじめとした経費が減少しましたが、主要原材料である鉛等の急激な価格高騰に国内市場における販売価

格の改定が追いつかず、当中間連結会計期間の営業損失は7億5百万円と、前年同期に比べ18億27百万円の減益(前年同期は営業利益11億

22百万円)となりました。また、持分法損益の悪化、円高傾向に伴う為替差益の縮小等もあり、経常損失は15億51百万円と、前年同期に

比べ26億51百万円の減益(前年同期は経常利益10億99百万円)となりました。 

なお、関係会社株式の売却益などを特別利益に計上する一方、固定資産除却損などを特別損失に計上し、さらに法人税等調整額を含む

税金費用を加味しました結果、当中間連結会計期間の中間純損失は16億35百万円と、前年同期に比べ26億30百万円の減益(前年同期は中

間純利益9億95百万円)となりました。 

  
    
事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(電池及び電源) 
国内(自動車電池)においては、新車用は販売数量の増加や値上げ効果により好調に推移しましたが、補修用については販売価格の改定

を行ったものの販売数量の減少があり厳しい状況が続きました。自動車関連機器はほぼ前年並となりました。利益面では、経費削減や

販売価格改定に取り組みましたが、原材料の急激な高騰に十分に追いつかなかったため減益となりました。 
国内(産業電池及び電源装置)においては、フォークリフト用電池は新車用が総需要の伸びにより好調でしたが補修用はほぼ前年並とな

りました。据置用電池及び電源装置では通信関連分野を中心に需要が拡大し順調に推移しました。小型鉛電池、アルカリ電池について

は堅調に推移しました。利益面では、自動車電池と同様に原材料価格高騰の影響を受けましたが販売価格の改定により対応することが

できました。 
海外においては、各種電池における仲介貿易の伸長や販売価格改定の効果もあり売上高は大きく増加しました。利益面では、販売価格

改定の効果が浸透し原材料価格高騰の影響を 小限に止めました。 
これらの結果、電池及び電源部門の売上高は1,215億13百万円と、前年同期に比べ198億47百万円(19.5％)の増加となった反面、営業損

失は3億28百万円と、前年同期に比べ19億9百万円の減益(前年同期は営業利益15億81百万円)となりました。 
  
(照明) 

施設照明分野及び紫外線応用装置で市況悪化の影響を受け売上高は減少しました。また、これに伴い利益も減少しました。 
この結果、売上高は74億61百万円と、前年同期に比べ6億円(7.4％)の減少となり、営業利益は3億28百万円と、前年同期に比べ1億69百

万円(34.0％)の減益となりました。 
  

(その他) 
デジタルカメラ用小型充電器が好調に推移しましたが、その他の電池事業において売上減となった結果、売上高は86億94百万円と、前

年同期に比べ23億29百万円(21.1％)減少しました。営業利益は小型充電器の増収効果が寄与し61百万円と、前年同期に比べ2億22百万円

の増益(前年同期は営業損失1億61百万円)となりました。 
  

 



所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

(日本) 
主要原材料である鉛価格の高騰に対し、自動車電池、産業電池及び仲介貿易において販売価格改定を実施したことを主因として、売上

高は848億91百万円と、前年同期に比べ39億14百万円(4.8％)の増加となりました。 
利益面では、原価改善、経費抑制などを図りましたが、特に自動車電池事業における販売価格改定が急激な鉛価格高騰に追いつかず、

営業損失は2億78百万円と、前年同期に比べ15億76百万円の減益(前年同期は営業利益12億97百万円)となりました。 
  

(アジア) 
主要原材料である鉛価格の高騰に対して実施した販売価格改定の効果が浸透したことや持分法適用会社を支配力基準により連結子会社

に変更したことを主因として、売上高は249億82百万円と、前年同期に比べ67億39百万円(36.9％)の増加となりました。 
利益面では、主要原材料の高騰に対して、一部の連結子会社で販売価格改定が追いつかなかったこと及び新規連結子会社の影響があ

り、営業損失は9億73百万円と、前年同期に比べ16億円の減益(前年同期は営業利益6億27百万円)となりました。 
   

(欧米) 
主要原材料高騰に伴う販売価格改定の浸透により、売上高は197億32百万円と、前年同期に比べ50億70百万円(34.6％)の増加となりま

した。 
利益面では、特に欧州における原価改善及び経費抑制の効果が寄与したことにより、営業利益は9億24百万円と、前年同期に比べて10

億25百万円の増益(前年同期は営業損失1億円)となりました。 
  

(その他の地域) 
主要原材料高騰に伴う販売価格改定の浸透により、売上高は80億62百万円と、前年同期に比べ11億93百万円(17.4％)の増加となりまし

た。 
一方、利益面でも価格改定が寄与し、営業利益は1億69百万円と、前年同期に比べ74百万円(77.7％)の増益となりました。 
   
  
なお、上記セグメント別の売上高は、各セグメントの外部顧客に対する売上高を表しております。 
  
  
  

(2)キャッシュ・フロー 
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は74億21百万円となり、前連結会計年度末に比べて10億95百万円(17.3％)の増加となりま

した。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる要因は次のとおりであります。 
  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期末の売上債権の回収に努めましたものの仕入債務が減少したことやたな卸資産が増加した

ことにより、86百万円のマイナス(前年同期は4億45百万円のプラス)となりました。 
  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として設備投資に伴う有形固定資産の取得により、29億41百万円のマイナス(前年同期は31

億4百万円のマイナス)となりました。   
  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還や配当金の支払いがありましたが、借入金及びコマーシャルペーパーによる資金調

達を行ったことにより、37億93百万円のプラスと、前年同期に比べ25億89百万円(215.1％)の増加となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 
(1)生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注)1.金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2)受注状況 
当社グループは、大型蓄電池並びに大型電源装置等の一部を除き、主として見込生産を行っておりますので、受注高及び受注残高について特

記すべき事項はありません。 

  

(3)販売実績 
当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。 
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

３【対処すべき課題】 
(1)対処すべき課題 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 
  

(2)株式会社の支配に関する基本方針 
 ①基本方針の内容 

当社は、平成16年の日本電池株式会社と株式会社 ユアサ コーポレーションの経営統合による設立以来、企業再編が進む世界の蓄電池業界

の中にあって、「革新と成長」という企業理念を基軸に、国際競争力の強化、次世代技術の開発及び経営革新と経営効率化を推進し、グロー

バル企業として企業価値の 大化を目指しております。 
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループが保有する高い技術力とそれを支える優秀な人材、その人材が能

力を発揮することができる企業文化、 先端の製品、ブランド価値、お客様の当社に対する信頼といった当社の企業価値の源泉を理解し、中

長期的な観点に立ち、企業価値、株主共同の利益を 大化していくことを可能とする者である必要があると考えております。 
当社は、当社株式に対する大量買付等が行われた際に、これらが当社の企業価値、株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否

定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、 終的には株主全体の意思に基づき行われる

べきものであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

電池及び電源 

 国内(自動車電池) 

 国内(産業電池及び電源装置) 

 海外 

  

21,023 

24,523 

51,525 

    

102.5 

129.2 

183.3 

  

小計 97,073   143.6   

照明 1,438   92.6   

その他 7,138   55.2   

合計 105,650   128.7   

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

電池及び電源 

 国内(自動車電池) 

 国内(産業電池及び電源装置) 

 海外 

  

34,280 

26,434 

60,798 

    

105.0 

107.7 

136.7 

  

小計 121,513   119.5   

照明 7,461   92.6   

その他 8,694   78.9   

合計 137,668   114.0   



しかしながら、株式の大量買付等の中には、対象会社の企業価値、株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却

を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為について検討し、代替案を提案するための十分な

時間や情報を提供しないもの、対象会社に買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対

象会社の企業価値、株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

とりわけ、原材料価格の市況、金利上昇などの影響や、海外経済動向の影響が懸念され、引き続き不透明感の漂う状況において、当社が今

後も持続的に企業価値を確保、向上させていくためには、当社グループが保有する高い技術力とそれを支える優秀な人材、その人材が能力を

発揮することができる企業文化、 先端の製品、ブランド価値、お客様の当社に対する信頼といった企業価値の源泉を活用し、中長期的な観

点に立ち、企業価値、株主共同の利益を 大化していくことが必要であります。当社の株式の大量買付等を行う者が、当社が培ってきた企業

価値の源泉を理解したうえで、これらを中長期的に確保し、向上させることができないのであれば、上述の経営目標の達成が困難になるのは

もちろんのこと、当社の企業価値、株主共同の利益は毀損されることになります。 

こうした事情に鑑み、当社は、このような買収に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講ずることにより、当社の企業価値、株主共同の利

益を確保する必要があると考えます。 

  
 ②具体的な取り組み 
  イ．会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み 

当社は、上記の「革新と成長」という企業理念を前提として、平成18年5月26日には「第一次中期経営計画」を策定し、「『革新と成長』

－ＧＳ ＹＵＡＳＡは、社員と企業の「革新と成長」を通じ、人と社会と地球環境に貢献します。」という企業理念、「ＧＳ ＹＵＡＳＡ

は、電池で培った先進エネルギー技術で世界のお客様へ快適さと安心をお届けします。」という経営ビジョンに基づき、当社グループの新

たな成長に取り組んでおります。 

今般、国内の景気は緩やかながらも回復基調にあり、中国、アジア諸国の経済は引き続き高い成長を続ける中、世界的な電池需要は今後

も拡大傾向にあると考えられます。当社は、このような経営環境の中、電池で培ったエネルギー技術で世界のお客様へ快適さと安心を提供

していくという経営ビジョンを実現し、企業価値、株主共同の利益の 大化を追求してまいります。 
  

  ロ．基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み 
当社は、平成19年5月15日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当

社株式の大量取得行為に関する対応策(以下、「本プラン」といいます。)を、株主総会において承認されることを条件に導入することを決

議し、平成19年6月28日開催の定時株主総会において、本プランを導入することの承認を得ました。 
本プランは、当社株式に対する大量買付等が行われた際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がか

かる大量買付等に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とす

ることにより、当社の企業価値、株主共同の利益を毀損する大量買付等を抑止し、当社の企業価値、株主共同の利益を確保、向上させるこ

とを目的としております。 
本プランは、(イ).当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付、または(ロ).当社が発行者であ

る株券等について、公開買付に係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付(以下、

併せて「買付等」といいます。)を対象とします。 
当社は、買付等を行う者(以下、「買付者等」といいます。)に対し、買付等の内容の検討に必要な情報及び当該買付者等が買付等に際し

て本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。 
買付者等から提出された情報及び当社取締役会からの意見や根拠資料、当該買付等に対する代替案(もしあれば)等は、経営陣から独立し

た者(現時点においては社外監査役1名及び社外有識者2名)から構成される企業価値評価委員会に提供されます。企業価値評価委員会は、必

要に応じて、外部専門家の助言を得た上、買付等の内容の評価、検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、株主に

対する情報開示等を行います。 
企業価値評価委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、または買付者等の買付等の内容の検討、買付者等と

の協議、交渉の結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合

等、本プランに定める要件のいずれかに該当し、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会

に対し、新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。 
当社取締役会は、企業価値評価委員会の勧告を 大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施に関する会社法上の機関としての決議を行

い、別途定める割当期日における当社の 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された当社以外の株主に対し、その保有する

当社株式1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を無償で割当てます。 
この新株予約権は、新株予約権者が行使価額(新株予約権1個当たり1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の

範囲内で、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める金額)に相当する金銭を払い込むことにより、当該新株予約権者に対

し、1個の新株予約権につき、原則として当社株式1株が発行される、というものですが、買付者等による権利行使が認められないという行

使条件が付されております。また、当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付

されており、当社がかかる条項に基づく取得をする場合、新株予約権1個と引換えに、原則として当社株式1株が交付されます。 
当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報

開示を行います。 

本プランの有効期間は、平成21年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。ただし、当該有効期間の

満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または当社の株主総会で選任された取締役で構成

される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。 



本プランの導入後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接具体的な影響が生じることはありませ

ん。他方、本プランが発動され、新株予約権無償割当てが実施された場合、株主の皆様が新株予約権行使の手続を行わないとその保有する

当社株式が希釈化される場合があります。(ただし、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、株式の希釈化は生じませ

ん。) 

  

 ③具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 
上記イ．に記載した基本方針の実現に資する特別な取り組みは、いずれも当社の企業価値、株主共同の利益の確保、向上に資する具体的方

策であり、まさに当社の基本方針に沿うとともに、当社の株主共同の利益に資するものであり、また、当社の会社役員の地位の維持を目的と

するものではありません。 

また、本プランは、上記ロ．に記載のとおり、当社の企業価値、株主共同の利益を確保、向上させる目的をもって導入されたものであり、

基本方針に沿うものであります。特に、本プランは、株主意思を重視するものであること、独立性の高い社外者によって構成される企業価値

評価委員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず企業価値評価委員会の判断を経ることが必要とされていること、企業価値評価

委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を得ることができるとされていること、有効期間が2年間と定められている上、株主総会または取締

役会によりいつでも廃止できるとされていることなどにより、その公正性、客観性が担保されており、高度の合理性を有し、企業価値ひいて

は株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

  

  
４【経営上の重要な契約等】  

該当事項はありません。 
  

  
５【研究開発活動】  

当社グループは、電池及び電源、照明、その他事業の技術開発から製品開発に至るまで、積極的な研究開発を行っております。 
電池及び電源の研究開発は、当社の研究開発センター、㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライのインダストリー事業本部技術開発本部、産業

電池電源事業本部電源システム生産本部開発部、㈱ジーエス・ユアサ テクノロジーの大型リチウムイオン技術部、統一工業股份有限公司の研

究グループ、Yuasa Battery, Inc.の開発グループ等がそれぞれ実施しております。照明の研究開発は、㈱ジーエス・ユアサ ライティングの技

術開発部が実施しております。その他の研究開発は、当社の研究開発センター、㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライのインダストリー事業本

部特機事業本部開発生産部、㈱ユアサメンブレンシステム等がそれぞれ実施しております。 
当中間連結会計期間における研究開発費は22億81百万円であります。 
当中間連結会計期間における各事業別の研究の目的、主要課題、研究成果及び研究開発費は、次のとおりであります。 

  

(1)電池及び電源 
鉛蓄電池の分野では、電極処方を 適化することによって充電受入性能を当社従来比で約10%向上させた、『充電制御車』に対応する技術を

開発しました。充電制御車は自動車の走行状態とバッテリーの充電状態に応じて自動車の発電量を制御し、エンジン負荷を低減することによっ

て燃費を向上させる自動車で、今後広く普及することが見込まれます。当社ではこの技術を「ECO.R」バッテリー(バッテリーの主要部材である

鉛や樹脂に、使用済電池からの再生材を使用して環境負荷を減らした電池)に適用し、今年8月末にリニューアルモデルの発売を開始しました。

新しい「ECO.R」は、10・15モード走行試験や実車試験にて従来品比で平均約2％の二酸化炭素排出量削減及び約2％の燃費向上の効果があるこ

とが検証されております。また、サンデードライバーなど充電不足気味に使用される場合にも、短時間での充電回復効果が期待できます。 
ニッケル水素電池の分野では、ユーザーがアルカリ乾電池と同じ感覚で使うことができるエコタイプのニッケル水素電池を開発し、世界の大

手電機メーカーへの供給を実施しております。今上期は、さらなる性能向上、品質向上に注力し、お客様のニーズに応えてまいりました。ま

た、当社独自の新合金や新正極材を用いた次世代形のエコタイプ電池を開発し、乾電池市場での事業拡大を図ります。今後も乾電池やニカド電

池の代替となる改良品種を開発し、環境負荷の低減や循環型社会に貢献してまいります。 
自動車用新種電池の分野では、電気自動車(EV)用リチウムイオン電池の開発が実用段階に近づいて来ており、当社が一般産業用に発売し、量

産経験と市場実績を重ねている「LIMシリーズ」をベースに、新型リチウムイオン電池「LEV50」を開発しました。「LEV50」はEV用に設計した

プロトタイプ電池であり、三菱自動車工業㈱の「i MiEV」に採用され、実用試験を実施しております。また、ハイブリッド自動車(HEV)用リチ

ウムイオン電池の開発にも積極的に取り組んでおり、世界 高水準の出力性能と長寿命を両立した「EHシリーズ」は、お客様のニーズにより

4Ahと6Ahの2品種をサンプル展開しております。大手自動車メーカーと連携しての搭載検討も順調に進んでおり、量産化の準備のため月産1万セ

ル規模のモデルラインを導入します。さらには、HEV用ニッケル水素電池の開発において、当社独自の内部抵抗低減技術と電極技術を総合した

世界 高出力水準のDサイズ円筒形ペースト式ニッケル水素電池(1800W/kg,6100W/ℓ)の量産化準備に継続して取り組んでおります。このHEV用

電池の技術は、電動工具や非常灯向けのニッケル水素電池の開発にも展開しております。また、電子制御のバックアップ電源用として、高温環

境下での長寿命化を実現した「タフィオン」など、リチウムイオン電池の特徴を用途別に活かした新製品開発も行っております。 



産業用リチウムイオン電池の分野では、鉄道電力システム用に強制空冷式リチウムイオン電池モジュール「LIM30H-8R」を開発しました。こ

のモジュールは、大電流充放電性能を当社従来品比の2倍に性能向上することで電池そのものの充放電効率を向上した他、モジュール本体を強

制空冷用に 適設計して、冷却性能を大幅に向上したものであります。大電流充放電時の発熱による温度上昇は寿命に影響を及ぼす恐れがあり

ますが、このモジュールはこの課題を克服し実使用における電池寿命を大幅に向上することに成功しました。鉄道総合技術研究所の新形LRT

(Light Rail Transit)に採用されたのをはじめ、その優れた充放電効率から様々な省エネルギーシステム(回生エネルギーの有効利用)に採用さ

れており、今後、地球環境保護に大きく貢献できるものと考えております。 
航空宇宙用リチウムイオン電池の分野では、米国ボーイング社の次世代主力旅客機「787」用リチウムイオン電池の開発を平成20年春の初フ

ライトへ向けて計画通りに進めております。また、ロケット用リチウムイオン電池では、平成18年1月24日に打ち上げられたH-ⅡA 8号機への搭

載後、9号機から13号機(平成19年9月14日打ち上げ)の計6機に搭載され、連続6回の打ち上げ成功に貢献しました。衛星用リチウムイオン電池

は、平成17年8月に打ち上げられた世界 大級の商用衛星「IPスター」に搭載された後、今年9月の打ち上げに成功した静止軌道衛星「INSAT-

4」にも搭載され、ともに正常な運用が確認されております。 
電源装置の分野では、休止待機方式UPSのモデルチェンジを行い、「REQSTAR-CTシリーズ」として受注を開始しました。また、通信用電源装

置では、新たに「PROSTARシリーズ」の開発を進めているほか、CATV用電源や携帯電話基地局向け電源のラインナップ拡充に取り組んでおりま

す。新エネルギー・省エネルギーの用途では、給油所向けに太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせた防災型電源システムを商品化するとと

もに、コージェネレーションや風力発電、マイクログリッド等の分散型電源に対しても商品開発を進めております。また、大型リチウムイオン

電池と組み合わせた電源システムは様々な用途での期待が大きく、鉄道用電力貯蔵装置「E3 Solution System」や架線レス鉄道車両向けなど、

その特性を活かした新商品開発に注力しております。 
今後も引き続き、自動車用、産業用、航空宇宙用、その他の開発を推進するとともに、運用実績を重ねて高い信頼性を実証し、各市場でのデ

ファクトスタンダードとしての地位を確固たるものにしてまいります。 
この分野に係る研究開発費は、20億69百万円であります。 
  

(2)照明 
施設照明の分野では、省エネ・環境保全対応のセラミックメタルハライドランプ「エコセラ」のさらなる性能改善・用途開発を進めるととも

に、社会貢献活動の一環として販売数量に応じてワクチンを開発途上国の子供たちに送る『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』の支

援活動への協力を開始しました。また、高効率の「エコセラＲ」についても新製品開発を推進しており、まもなく発売できる予定であります。 
紫外線応用機器の分野では、印刷用の各種小型照射器具を商品化しております。特に今上期には、欧州の電気製品の規格であるCE規格対応の

印刷機用UV照射器具をほぼ完成し、まもなく商品化の予定であります。大型液晶をはじめとするフラット・パネル・ディスプレイ基板製造の洗

浄工程向けには、第8世代の生産ラインに対応した長尺の遠紫外線や真空紫外線のランプ及び装置を液晶基板製造メーカーに納入しました。ま

た、さらに大きな基板となる第10世代向けに対応する技術開発も進行中であります。なお、全ての製品でRoHS規制をはじめとする環境対応を積

極的に推進中であります。 
この分野に係る研究開発費は、1億54百万円であります。 
  

(3)その他 
燃料電池分野のうち直接メタノール燃料電池(DMFC)は、三重県で実施している実証試験を継続しながら、さらに性能を向上させる開発に取り

組んでおります。固体高分子形燃料電池(PEFC)では、コア技術である超少量白金担持電極の量産技術開発に取り組んでおり、その技術を用いた

PEFCスタックの発電試験を行っております。 
特機の分野では、市場成長を続けるデジタルカメラや電動機器に対応した、新デザイン、低コスト、高信頼性の新型リチウムイオン電池充電

器を開発し、OEMへの供給を実施しております。また、将来の市場拡大を目指して環境規制に対応した鉛フリー新型酸素センサー、信頼性及び

利便性を向上させた新型水電解式水素発生機の商品化に取り組むとともに、自動車用鉛蓄電池のバッテリーアナライザー、充電器及びリチウム

イオン電池やニッケル水素電池を応用した機器の開発も進行中であります。なお、新製品はもとより全ての製品においてRoHS規制などの環境規

制対応を行っております。 
環境関連機器の分野では、(財)水道技術研究センターが主催する浄水プロジェクトe-WaterⅡに参加し、熊本市水道局で管状MF膜モジュール

を用いた持込実験を実施しました。本プロジェクトは平成19年度中に完了します。 
RMS(リモートモニタリングシステム)の分野では、電力会社とともにビルエネルギー監視システムを共同開発しました。平成20年度にはエネ

ルギー消費監視のための事業化を進める予定であります。また、A4サイズのエネルギ－表示盤を特長とした新型デマンド監視装置及び絶縁監視

装置を開発し、(財)電気保安協会に納入を開始しました。東京大学と共同で開発した雰囲気情報コミュニケーション通信装置「障子(SHOJI)」

は、早期の商品化を目指して性能改善を実施中であります。 
この分野に係る研究開発費は、57百万円であります。 



第３【設備の状況】 
１【主要な設備の状況】 
   当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

２【設備の新設、除却等の計画】 
 (1)前連結会計年度末において実施中または計画中であった重要な設備の新設、拡充若しくは改修のうち、当中間連結会計期間に完成 

     した主なものは、次のとおりであります。 

 (注)金額には消費税等は含まれておりません。 

     

 (2)当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。 

  また、当中間連結会計期間において、新たに重要な設備の新設、除却等の計画が確定したものはありません。 

会 社 名 所在地 
事業の種類別 

セグメントの名称 
設備の内容 

金額 

(百万円) 
完成年月 

提出会社 京都市南区 電池及び電源 研究開発設備 702 平成19年9月 

㈱ジーエス・ユアサ パワー

サプライ 

京都市南区 
電池及び電源 

自動車用鉛蓄電池等

の製造設備 
562 同 上 

電池及び電源 
電源装置・産業用鉛

蓄電池等の製造設備 
471 同 上 

電池及び電源 

照明 

その他 

関係会社賃貸設備等 403 同 上 

㈱ジーエス・ユアサ テクノ

ロジー 
京都府福知山市 その他 

産業用鉛蓄電池等の

製造設備 
122 同 上 

GS  Battery  Vietnam  Co., 

Ltd. 
ベトナム ハノイ市 電池及び電源 鉛蓄電池の製造設備 146 平成19年6月 

Yuasa Battery, Inc. 
アメリカ ペンシル

バニア州 
電池及び電源 鉛蓄電池の製造設備 148 同 上 



第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 
①【株式の総数】 

  
②【発行済株式】 

  
(2)【新株予約権等の状況】 

    該当事項はありません。 
  

(3)【ライツプランの内容】 
    該当事項はありません。 
  

(4)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  
(5)【大株主の状況】 

 (注)1.所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。 

     2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は全て信託業務に係るもの

であります。 

 

種類 発行可能株式総数(株) 
普通株式 1,400,000,000

計 1,400,000,000

種類 
中間会計期間末現在発行数(株) 

(平成19年9月30日) 
提出日現在発行数(株)

(平成19年12月10日) 

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名 
内容 

普通株式 367,574,714 367,574,714

東京証券取引所

市場第一部 
大阪証券取引所 

市場第一部 

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式 

計 367,574,714 367,574,714 ― ― 

年月日 
発行済株式

総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金

増減額 
(百万円) 

資本金

残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 

(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 
 平成19年4月 1日～ 
 平成19年9月30日 

― 367,574 ― 16,505 ―  62,820 

  平成19年9月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数  

(千株) 

発行済株式総数に対する所有

株式数の割合(％) 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社(信託口) 
東京都港区浜松町2－11－3 19,875   5.41 

  

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2－1－1 14,000   3.81   

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋3－5－12 13,473   3.67   

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1 11,180   3.04   

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社(信託口) 
東京都中央区晴海1－8－11 9,933   2.70 

  

株式会社 三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2－7－1 9,327   2.54   

株式会社 京都銀行 
京都市下京区烏丸通松原上ル薬師

前町700 
7,740   2.11 

  

株式会社 三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1－1－2 7,108   1.93   

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝3－33－1 5,929   1.61   

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1－13－1 5,678   1.54   

      計 ― 104,245   28.36   



  

(6)【議決権の状況】 

 (注)1.「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が86,000株含まれております。 
       また、議決権の数の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数86個が含まれております。 
     2.「単元未満株式」の株式数の欄には、当社保有の自己株式が551株含まれております。 
  

  

  

２【株価の推移】 
【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】                                                         

 (注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

３【役員の状況】 
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

 ①【発行済株式】 平成19年9月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

  

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式)   

  

― 

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式 普通株式 328,000 

(相互保有株式) 

普通株式 144,000 

完全議決権株式(その他)(注)1  普通株式   365,403,000 365,403 同 上 

単元未満株式(注)2 普通株式 1,699,714 ― ― 

発行済株式総数   367,574,714 ― ― 

総株主の議決権 ― 365,403 ― 

 ②【自己株式等】     平成19年9月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所
自己名義所有

株式数(株) 
他人名義所有

株式数(株) 
所有株式数の

合計(株) 
発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(％) 

(自己保有株式)   

  
328,000 

 

― 
 

328,000 
 

  0.09 
株式会社 ジーエ

ス・ユアサ コーポ

レーション 

京都市南区吉祥院

西ノ庄猪之馬場町1 
  

(相互保有株式)   
青森市大字石江字

江渡 11－5 

 

62,000 
 

― 
 

62,000 
 

0.02 
青森ユアサ電池販

売株式会社 

四国ユアサ電池販

売株式会社 
香川県高松市東ハ

ゼ町15-8 
59,000 ― 59,000 0.02

富士電器株式会社 
大阪府豊中市勝部1

－8－4 
1,000 ― 1,000 0.00

ジーエス・ユアサ

取引先持株会 
京都市南区吉祥院

西ノ庄猪之馬場町1 
22,000 ― 22,000 0.00

計 ― 472,000 ― 472,000 0.13

             (単位：円) 

月別 平成19年4月 5月 6月 7月 8月 9月 

高 274 275 311 329 321 285 

低 238 240 266 288 271 240 



第５【経理の状況】 
  

1．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

  

  

  

（1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中

間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会

計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

（2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下、「中間財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（平

成19年4月1日から平成19年9月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

2．監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の中間連結財務諸

表及び前中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の2第1項

の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年4

月1日から平成19年9月30日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 
(1) 【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

 

 前中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

（資産の部） 

Ⅰ 流動資産 

1 現金及び預金 ※2 7,055 7,445 6,395

2 受取手形及び売掛金 ※6 53,637 61,819 64,274

3 有価証券 29 － －

4 たな卸資産 43,307 48,113 42,687

5 繰延税金資産 1,707 1,939 1,891

6 その他 9,764 11,076 12,838

貸倒引当金 △457 △457 △316

流動資産合計 115,045 46.1 129,937 50.1 127,771 50.2

Ⅱ 固定資産 

1 有形固定資産 ※1,2 

(1)建物及び構築物 25,819 26,465 25,452 

(2)機械装置及び運搬具 20,532 23,521 21,958 

(3)土地 31,078 25,922 25,520 

(4)建設仮勘定 4,618 1,932 1,861 

(5)その他 2,793 84,841 2,496 80,339 2,512 77,305

2 無形固定資産 

(1)のれん 648 398 586 

(2)その他 2,416 3,065 2,388 2,787 2,295 2,881

3 投資その他の資産 

(1)投資有価証券 ※2,5 36,977 38,312 39,015 

(2)繰延税金資産 4,625 2,208 1,906 

(3)その他 5,915 6,435 5,900 

貸倒引当金 △724 46,793 △497 46,458 △480 46,342

固定資産合計 134,700 53.9 129,585 49.9 126,529 49.8

Ⅲ 繰延資産 37 0.0 22 0.0 29 0.0

資産合計 249,783 100.0 259,544 100.0 254,331 100.0



  

  

  

前中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

1 支払手形及び買掛金 ※2,6 23,532 25,593 29,486

2 短期借入金 ※2 46,554 69,385 50,377

3 コマーシャルペーパー 4,247 4,168 6,000

4 １年以内償還予定の社債 10,000 － 5,000

5 未払金 14,080 12,570 13,948

6 未払法人税等 701 1,227 1,366

7 繰延税金負債 95 1 2

8 その他 10,056 10,726 9,295

流動負債合計 109,268 43.7 123,672 47.6 115,476 45.4

Ⅱ 固定負債 

1 転換社債型新株予約権付社債 900 － －

2 長期借入金 ※2 33,765 25,401 28,700

3 繰延税金負債 5,778 3,053 3,180

4 再評価に係る繰延税金負債 4,247 4,025 4,025

5 退職給付引当金 5,790 6,043 5,714

6 役員退職慰労引当金 236 299 248

7 その他 12,214 10,773 11,202

固定負債合計 62,931 25.2 49,596 19.2 53,071 20.9

負債合計 172,200 68.9 173,269 66.8 168,547 66.3

（純資産の部） 

Ⅰ 株主資本 

1 資本金 16,052 6.4 16,505 6.3 16,505 6.4

2 資本剰余金 37,891 15.2 38,339 14.8 38,339 15.1

3 利益剰余金 4,360 1.7 5,104 2.0 7,841 3.1

4 自己株式 △84 △0.0 △92 △0.0 △93 △0.0

株主資本合計 58,220 23.3 59,855 23.1 62,592 24.6

Ⅱ 評価・換算差額等 

1 その他有価証券評価差額金 9,089 3.6 11,639 4.5 11,126 4.4

2 繰延ヘッジ損益 － － 383 0.1 9 0.0

3 土地再評価差額金 6,257 2.5 5,912 2.3 5,912 2.3

4 為替換算調整勘定 △210 △0.0 2,966 1.1 1,677 0.7

評価・換算差額等合計 15,135 6.1 20,902 8.0 18,725 7.4

Ⅲ 少数株主持分 4,227 1.7 5,517 2.1 4,465 1.7

純資産合計 77,583 31.1 86,275 33.2 85,783 33.7

負債純資産合計 249,783 100.0 259,544 100.0 254,331 100.0



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高 120,750 100.0 137,668 100.0 260,732 100.0

Ⅱ 売上原価 95,708 79.3 113,552 82.5 203,604 78.1

売上総利益 25,041 20.7 24,116 17.5 57,127 21.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 23,919 19.8 24,821 18.0 50,338 19.3

営業利益又は営業損失（△） 1,122 0.9 △705 △0.5 6,789 2.6

Ⅳ 営業外収益 

1 受取利息及び配当金 316 318 460 

2 持分法による投資利益 220 － － 

3 為替差益 643 13 1,146 

4 材料処分益 － 267 － 

5 その他 521 1,702 1.4 799 1,398 1.0 1,047 2,655 1.0

Ⅴ 営業外費用 

1 支払利息 1,048 1,421 2,170 

2 持分法による投資損失 － 220 450 

3 その他 676 1,724 1.4 602 2,244 1.6 1,306 3,927 1.5

経常利益又は経常損失（△） 1,099 0.9 △1,551 △1.1 5,517 2.1

Ⅵ 特別利益 

1 固定資産売却益 ※2 119 10 6,393 

2 投資有価証券売却益 65 493 279 

3 貸倒引当金戻入益 54 6 － 

4 その他 65 305 0.3 82 593 0.4 208 6,880 2.6

Ⅶ 特別損失 

1 関係会社過年度損益修正損 342 39 － 

2 固定資産除却損 ※3 77 74 1,963 

3 固定資産売却損 ※4 1 12 8 

4 投資有価証券評価損 42 2 45 

5 減損損失 ※5 698 － 2,302 

6 高槻事業所跡地再開発関係費用 － 94 198 

7 事業再編費用 12 － 603 

8 その他 701 1,876 1.6 151 375 0.3 4,212 9,335 3.5

税金等調整前中間純損失(△) 

又は当期純利益 
△470 △0.4 △1,333 △1.0 3,062 1.2

法人税、住民税及び事業税 1,091 1,486 2,526 

法人税等調整額 △2,683 △1,591 △1.3 △1,016 470 0.3 △3,591 △1,065 △0.4

少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 

125 0.1 △167 △0.1 △3 △0.0

中間（当期）純利益又は 

中間純損失(△) 
995 0.8 △1,635 △1.2 4,130 1.6



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

  

 

株 主 資 本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年3月31日残高(百万円) 15,000 36,844 3,292 △74 55,061 

中間連結会計期間中の変動額 

新株の発行 1,052 1,047 2,100 

中間純利益 995 995 

自己株式の取得 △10 △10 

土地再評価差額金の取崩 73 73 

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) 1,052 1,047 1,068 △10 3,158 

平成18年9月30日残高(百万円) 16,052 37,891 4,360 △84 58,220 

  

評 価 ・ 換 算 差 額 等 
少数株主 

持分 
純資産合計 その他有価証

券評価差額金 

土地再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年3月31日残高(百万円) 11,054 6,330 △9 17,376 4,303 76,741 

中間連結会計期間中の変動額 

新株の発行 2,100 

中間純利益 995 

自己株式の取得 △10 

土地再評価差額金の取崩 73 

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 
△1,965 △73 △201 △2,240 △76 △2,316 

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) △1,965 △73 △201 △2,240 △76 841 

平成18年9月30日残高(百万円) 9,089 6,257 △210 15,135 4,227 77,583 

株 主 資 本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

平成19年3月31日残高(百万円) 16,505 38,339 7,841 △93 62,592 

中間連結会計期間中の変動額 

剰余金の配当 △1,101 △1,101 

中間純損失 △1,635 △1,635 

自己株式の取得 △15 △15 

自己株式の処分 15 15 

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) － － △2,736 0 △2,736 

平成19年9月30日残高(百万円) 16,505 38,339 5,104 △92 59,855 

  

評 価 ・ 換 算 差 額 等 
少数株主 

持分 

純資産 

合計 
その他有価証

券評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

土地再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

平成19年3月31日残高(百万円) 11,126 9 5,912 1,677 18,725 4,465 85,783

中間連結会計期間中の変動額 

剰余金の配当 △1,101

中間純損失 △1,635

自己株式の取得 △15

自己株式の処分 15

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 
513 374 － 1,289 2,177 1,051 3,228

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) 513 374 － 1,289 2,177 1,051 492

平成19年9月30日残高(百万円) 11,639 383 5,912 2,966 20,902 5,517 86,275



  

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

  

株 主 資 本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年3月31日残高(百万円) 15,000 36,844 3,292 △74 55,061 

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 1,505 1,494 3,000 

当期純利益 4,130 4,130 

自己株式の取得 △18 △18 

土地再評価差額金の取崩 418 418 

株主資本以外の項目の連結会計年度中の

変動額（純額） 

連結会計年度中の変動額合計(百万円) 1,505 1,494 4,548 △18 7,530 

平成19年3月31日残高(百万円) 16,505 38,339 7,841 △93 62,592 

  

評 価 ・ 換 算 差 額 等 
少数株主 

持分 

純資産 

合計 
その他有価証

券評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

土地再評価 

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年3月31日残高(百万円) 11,054 － 6,330 △9 17,376 4,303 76,741

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 3,000

当期純利益 4,130

自己株式の取得 △18

土地再評価差額金の取崩 418

株主資本以外の項目の連結会計年度中の

変動額（純額） 
71 9 △418 1,686 1,349 162 1,511

連結会計年度中の変動額合計(百万円) 71 9 △418 1,686 1,349 162 9,041

平成19年3月31日残高(百万円) 11,126 9 5,912 1,677 18,725 4,465 85,783



  

④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間純損失（△） 

又は当期純利益 
△ 470 △ 1,333 3,062 

減価償却費 3,811 4,108 7,566 

減損損失 698 － 2,302 

のれん償却額 65 29 131 

投資有価証券評価損 42 2 45 

投資有価証券売却損益 △ 65 △ 493 △ 279 

貸倒引当金の増減額 4 △ 40 △ 376 

退職給付引当金の増減額 314 △ 172 △ 37 

役員退職慰労引当金の増減額 △ 141 60 △ 129 

受取利息及び受取配当金 △ 316 △ 318 △ 460 

支払利息 1,048 1,421 2,170 

為替差損益 △ 0 0 △ 0 

有形固定資産売却損益 △ 118 2 △ 6,385 

有形固定資産除却損 77 74 1,963 

高槻事業所跡地再開発関係費用 － 94 198 

製品保証損失 － － 694 

リース解約損 － － 663 

持分法による投資損益 △ 220 220 450 

営業保証金回収による収入 99 － 101 

売上債権の増減額 7,217 4,487 △ 5,121 

たな卸資産の増減額 △ 2,320 △ 2,887 △ 1,102 

仕入債務の増減額 △ 4,399 △ 4,762 1,189 

その他 △ 1,684 532 △ 3,518 

小    計 3,641 1,026 3,130 

利息及び配当金の受取額 520 512 778 

利息の支払額 △ 1,021 △ 1,437 △ 2,119 

法人税等の支払額 △ 2,695 △ 189 △ 4,542 

営業活動によるキャッシュ・フロー 445 △ 86 △ 2,753 



                 次へ 

  
 

 

 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △ 3,569 △ 3,740 △ 7,609 

有形固定資産の売却による収入 573 57 11,459 

投資有価証券の取得による支出 △ 28 △ 12 △ 42 

投資有価証券の売却による収入 91 824 681 

優先出資証券の償還による収入 － 700 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社 

株式の売却による収入 
83 444 83 

貸付けによる支出 △ 51 △ 1,517 △ 231 

貸付金の回収による収入 28 28 58 

その他 △ 231 273 162 

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,104 △ 2,941 4,560 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金及びコマーシャル 

ペーパーの純増減額 
63 5,374 1,823 

長期借入れによる収入 1,790 9,894 5,807 

長期借入金の返済による支出 △ 3,482 △ 5,244 △ 9,208 

転換社債型新株予約権付社債の 

発行による収入 
3,000 － 3,000 

社債の償還による支出 － △ 5,000 △ 5,000 

自己株式の取得による支出 △ 9 △ 15 △ 18 

配当金の支払額 △ 3 △ 1,090 △ 3 

少数株主への配当金の支払額 △ 13 △ 11 △ 13 

その他 △ 141 △ 113 △ 277 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,203 3,793 △ 3,890 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 35 247 222 

Ⅴ 連結範囲の変更に伴う 

現金及び現金同等物の増加額 
－ 82 － 

Ⅵ 現金及び現金同等物の増減額 △ 1,490 1,095 △ 1,861 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期首残高 8,187 6,325 8,187 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末 

(期末)残高 
※ 6,696 7,421 6,325 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

1.連結の範囲に

関する事項 

(1)連結子会社の数 75社 (1)連結子会社の数 70社 (1)連結子会社の数 72社 

主要な連結子会社名 

㈱ジーエス・ユアサ  

マニュファクチュアリング 

㈱ジーエス・ユアサ バッテリー 

㈱ジーエス・ユアサ 

パワーサプライ 

㈱ジーエス・ユアサ 

インターナショナル 

㈱ジーエス・ユアサ  

インダストリー 

㈱ユアサ開発 

連結子会社であった㈱ユアサニュ

ーコムは、保有株式を売却したこと

により連結子会社から除外しており

ます。 

主要な連結子会社名 

㈱ジーエス・ユアサ 

パワーサプライ 

㈱ジーエス・ユアサ バッテリー 

㈱ジーエス・ユアサ 

インターナショナル 

連結子会社であった㈱ジーエス福

岡充電所、㈱ジーエス・ユアサ北海

道商品センター、㈱ジーエス関西商

品センターと㈱ジーエス関東商品セ

ンターが合併し、㈱ジーエス・ユア

サ商品センターとなっております。 

Yuasa  Battery  (Thailand)  Pub. 

Co.,  Ltd.、Yuasa  Battery  Sales 

and Distribution Co., Ltd. を支配

力基準で連結子会社に該当すること

となったため、持分法適用関連会社

から連結子会社に変更しておりま

す。 

連結子会社であった㈱ユアサロジ

テックは、保有株式の一部を売却し

たことにより、持分法適用関連会社

に変更しております。 

主要な連結子会社名は、「第1 企業

の概況、4.関係会社の状況」に記載

しております。 

なお、当連結会計年度において連

結子会社であった㈱ジーエス・ユア

サ マニュファクチュアリング及び㈱

ジーエス・ユアサ インダストリーは

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ

と合併しております。 

連結子会社であった㈱ユアサ開発

は㈱ジーエス・ユアサ インターナシ

ョナルと合併しております。 

連結子会社であったジーエスバッ

テリー販売㈱とユアサバッテリー販

売㈱が合併し、㈱ジーエス・ユアサ 

バッテリー販売となっております。 

United Lithium Systems Inc.を新

規設立し、連結子会社に含めており

ます。 

連結子会社であった㈱ユアサニュ

ーコムは、保有株式を売却したこと

により、連結子会社から除外してお

ります。 

(2)非連結子会社の数 10社 (2)非連結子会社の数 9社 (2)非連結子会社の数 9社 

主要な非連結子会社は、 

㈱蓄電池会館 

ジーエス保険サービス㈱ 

関西ユアサ電池販売㈱ 

であります。 

主要な非連結子会社は、 

㈱蓄電池会館 

ジーエス保険サービス㈱ 

であります。 

主要な非連結子会社は、 

㈱蓄電池会館 

ジーエス保険サービス㈱ 

であります。 

非連結子会社については、いずれ

も小規模であり、その総資産合計

額、売上高合計額、中間純損益及び

利益剰余金のうち持分に見合う額の

合計額等は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼさないた

め、連結の範囲から除いておりま

す。 

同左 非連結子会社については、いずれ

も小規模であり、その総資産合計

額、売上高合計額、当期純損益及び

利益剰余金のうち持分に見合う額の

合計額等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼさないため、連

結の範囲から除いております。 

2.持分法の適用

に関する事項 

(1)持分法適用の非連結子会社及び関連

会社数 28社 

(1)持分法適用の非連結子会社及び関連

会社数 24社 

(1)持分法適用の非連結子会社及び関連

会社数 27社 

主要な持分法適用会社名 

ユアサエムアンドビー㈱ 

三洋ジーエスソフトエナジー㈱ 

Global Battery Co.,Ltd. 

PT. GS Battery 

なお、当中間連結会計期間におい

て、連雲港倚天科技有限公司に新た

に出資し、持分法適用会社に含めて

おります。また、天津金邦鉛資源回

収有限公司を新規設立し、持分法適

用会社に含めております 

主要な持分法適用会社名 

ユアサエムアンドビー㈱ 

三洋ジーエスソフトエナジー㈱ 

Global Battery Co.,Ltd. 

PT. GS Battery 

なお、当中間連結会計期間におい

て、三洋ジーエスソフトエナジー洛

南㈱は三洋ジーエスソフトエナジー

㈱と合併しております。 

連結子会社であった㈱ユアサロジ

テックは、保有株式の一部を売却し

たことにより、持分法適用関連会社

に変更しております。 

Yuasa  Battery  (Thailand)  Pub. 

Co.,  Ltd.、Yuasa  Battery  Sales 

and Distribution Co., Ltd. を支配

力基準で連結子会社に該当すること

となったため、持分法適用関連会社

から連結子会社に変更しておりま

主要な持分法適用会社名は、「第1 

企業の概況、4.関係会社の状況」に

記載しております。 

なお、当連結会計年度において、 

連雲港倚天科技有限公司に新たに出

資し、持分法適用会社に含めており

ます。また、天津金邦鉛資源回収有

限公司を新規設立し、持分法適用会

社に含めております。 

また、当連結会計年度において、

三洋杰士国際貿易(上海)有限公司は

清算結了したため持分法適用会社か

ら除外しております。 



  

  

す。 

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

持分法適用関連会社であった

PT.Century  Batteries  Indonesia

は、保有株式を売却したことによ

り、持分法適用関連会社から除外し

ております。 

(2) 持分法を適用していない非連結子

会社 9社及び 20社の関連会社につい

ては、それぞれ中間純損益及び利益

剰余金等に与える影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が乏し

いため、持分法の適用から除いてお

ります。 

(2) 持分法を適用していない非連結子

会社 8社及び 19社の関連会社につい

ては、それぞれ中間純損益及び利益

剰余金等に与える影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が乏し

いため、持分法の適用から除いてお

ります。 

(2) 持分法を適用していない非連結子

会社 8社及び 20社の関連会社につい

ては、それぞれ当期純損益及び利益

剰余金等に与える影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が乏し

いため、持分法の適用から除いてお

ります。 

3.連結子会社の

中間決算日（決

算日）等に関す

る事項 

GS Battery (U.S.A.)Inc. 

統一工業股份有限公司 

広東湯浅蓄電池有限公司 

GS Battery Vietnam Co.,Ltd. 

Century Yuasa  

Batteries Pty Ltd. 

Yuasa Battery Europe Ltd. 

他21社 

以上27社の中間決算日は6月30日で

すが、連結に際して仮決算を行わず

中間決算日の中間財務諸表を用いて

中間連結財務諸表を作成しておりま

す。ただし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。 

GS Battery (U.S.A.)Inc. 

統一工業股份有限公司 

広東湯浅蓄電池有限公司 

GS Battery Vietnam Co.,Ltd. 

Century Yuasa  

Batteries Pty Ltd. 

Yuasa Battery Europe Ltd. 

他27社 

以上33社の中間決算日は6月30日で

すが、連結に際して仮決算を行わず

中間決算日の中間財務諸表を用いて

中間連結財務諸表を作成しておりま

す。ただし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。 

GS Battery (U.S.A.) Inc. 

統一工業股份有限公司 

広東湯浅蓄電池有限公司 

GS Battery Vietnam Co., Ltd. 

Century Yuasa  

Batteries Pty Ltd. 

Yuasa Battery Europe Ltd. 

他25社 

以上31社の決算日は12月31日です

が、連結に際して仮決算を行わず決

算日の財務諸表を用いて連結財務諸

表を作成しております。ただし、連

結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行

っております。 

また、その他の連結子会社の中間

決算日は9月30日であり中間連結会計

期間との差異はありません。 

また、その他の連結子会社の中間

決算日は9月30日であり中間連結会計

期間との差異はありません。 

また、その他の連結子会社の決算

日は3月31日であり連結会計年度との

差異はありません。 

なお、Yuasa Battery, Inc.は当連

結会計年度において決算期変更を行

い、決算日を3月31日から12月31日に

変更しております。このため連結財

務諸表の作成にあたっては、平成18

年4月1日から平成18年12月31日まで

の財務諸表を使用しております。 

4.会計処理基準

に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

イ.子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

ロ.その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場相場に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資（証券取

引法第2条第2項により有価証券とみ

なされるもの）については、匿名組

合の財産持分相当額を「投資有価証

券」として計上しております。 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

イ.子会社株式及び関連会社株式 

同左 

ロ.その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資（金融商

品取引法第2条第2項により有価証券

とみなされるもの）については、匿

名組合の財産持分相当額を「投資有

価証券」として計上しております。 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

イ.子会社株式及び関連会社株式 

同左 

ロ.その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場相場に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資（証券取

引法第2条第2項により有価証券とみ

なされるもの）については、匿名組

合の財産持分相当額を「投資有価証

券」として計上しております。 

  



  

次へ

②デリバティブ 

時価法 

②デリバティブ 

同左 

②デリバティブ 

同左 



  

  

 

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

③たな卸資産 

製品及び商品、半製品、仕掛品、原

材料及び貯蔵品 

主として総平均法による原価法 

  

③たな卸資産 

同左 

③たな卸資産 

同左 

(2)重要な固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

当社及び国内連結子会社について

は、建物は定額法、建物以外は定率

法、在外連結子会社については主とし

て定額法によっております。 

なお、当社及び国内連結子会社は、

取得価額が10万円以上20万円未満の資

産については、3年間で均等償却してお

ります。 

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物   7年～50年 

機械装置及び運搬具 4年～17年 

(2)重要な固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

当社及び国内連結子会社について

は、建物は定額法、建物以外は定率

法、在外連結子会社については主とし

て定額法によっております。 

なお、当社及び国内連結子会社は、

取得価額が10万円以上20万円未満の資

産については、3年間で均等償却してお

ります。 

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物   7年～50年 

機械装置及び運搬具 4年～17年 

(会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当中間連結会計期間

より、平成19年4月1日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。これにより、営業損失、

経常損失及び税金等調整前中間純損失

はそれぞれ62百万円増加しておりま

す。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、平成19年3月31日以前

に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の5％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の5％相当額と備忘価額との差額を

5年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。 

これにより営業損失、経常損失及び

税金等調整前中間純損失がそれぞれ194

百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

(2)重要な固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

当社及び国内連結子会社について

は、建物は定額法、建物以外は定率

法、在外連結子会社については主とし

て定額法によっております。 

なお、当社及び国内連結子会社は、

取得価額が10万円以上20万円未満の資

産については、3年間で均等償却してお

ります。 

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物   7年～50年 

機械装置及び運搬具 4年～17年 

②無形固定資産 

主として定額法 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

(3)繰延資産の処理方法 (3)繰延資産の処理方法 (3)繰延資産の処理方法 

①創立費については、5年で均等償却し

ております。 

創立費については、5年で均等償却し

ております。 

①創立費については、5年で均等償却し

ております。 

②社債発行費については、支出時に全

額費用として処理しております。 

②社債発行費については、支出時に全

額費用として処理しております。 

③株式交付費については、支出時に全

額費用として処理しております。 

③株式交付費については、支出時に全

額費用として処理しております。 



  

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

(4)重要な引当金の計上方法 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、当社及び国内連結子会社は、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。また、在外連結子会社について

は主として個別判定による貸倒見積

高を計上しております。 

(4)重要な引当金の計上方法 

①貸倒引当金 

同左 

(4)重要な引当金の計上方法 

①貸倒引当金 

同左 

②退職給付引当金 

従業員の退職給付の支給に充てる

ため、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

（一部連結子会社は年金資産残高）

に基づき、当中間連結会計期間末に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定年数

（14年）による定額法により費用処理

しております。 

会計基準変更時差異は、主として15

年による按分費用処理をしておりま

す。なお、退職給付信託を設定してい

る一部連結子会社の退職給付制度にお

いては一括費用処理をしております。

また、数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（主として

10年～14年）による定額法により発

生の翌連結会計年度から費用処理し

ております。 

②退職給付引当金 

同左 

②退職給付引当金 

従業員の退職給付の支給に充てるた

め、当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額（一部連

結子会社は年金資産残高）に基づき、

計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定年数

（14年）による定額法により費用処理

しております。 

会計基準変更時差異は、主として15

年による按分費用処理をしておりま

す。なお、退職給付信託を設定してい

る一部連結子会社の退職給付制度にお

いては一括費用処理をしております。

また、数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定年数（主として10年

～14年）による定額法により発生の翌

連結会計年度から費用処理しておりま

す。 

  

③役員退職慰労引当金 

役員及び執行役員の退職時の慰労

金に充てるため、当社及び一部の連

結子会社の内規に基づく中間連結会

計期間末要支給額を計上しておりま

す。 

③役員退職慰労引当金 

同左 

③役員退職慰労引当金 

役員及び執行役員の退職時の慰労

金に充てるため、当社及び一部の連

結子会社の内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。 

(5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外連結子会

社等の資産及び負債は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めております。 

(5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

同左 

(5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外連結子会社等

の資産及び負債は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めております。 

(6)収益の計上基準 

売上の計上基準は原則として出荷

基準によっておりますが、長期請負

工事等で、かつ契約金額が5億円以上

のものについては工事進行基準を採

用しております。 

(6)収益の計上基準 

同左 

(6)収益の計上基準 

同左 



  

 



  

  

  

項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

(7)重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

(7)重要なリース取引の処理方法 

同左 

(7)重要なリース取引の処理方法 

同左 

(8)重要なヘッジ会計の方法 (8)重要なヘッジ会計の方法 (8)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、為替予約については振当

処理の要件を充たしている場合は振

当処理を、金利スワップについては

特例処理の要件を充たしている場合

には特例処理を採用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ、

為替予約、商品価格スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金、外貨建

金銭債権債務、仕入債務 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ方針 

当社の内部規程に基づき、変動金

利を固定化するため、想定元本、利

息の受払条件及び契約期間等がヘッ

ジ対象と同一となる金利スワップを

行っております。 

③ヘッジ方針 

イ. 当社の内部規程に基づき、変動

金利を固定化するため、想定元

本、利息の受払条件及び契約期

間等がヘッジ対象と同一となる

金利スワップを行っておりま

す。 

ロ. 通常の営業過程における輸出入

取引等に対する将来の為替相場

変動によるリスクを軽減する目

的で、為替予約を行っておりま

す。 

ハ. 主要原材料である鉛価格の変動

リスクを軽減する目的で、商品

価格スワップを行っておりま

す。 

③ヘッジ方針 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては、特例処

理を採用しているため有効性の評価

を省略しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額の比率を基礎にし

て判断しております。ただし、特例

処理を採用している金利スワップに

ついては、有効性の評価を省略して

おります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(9)その他中間連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

(9)その他中間連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

(9)その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理の方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理の方法 

同左 

消費税等の会計処理の方法 

同左 

5.中間連結キャ

ッシュ・フロー

計算書(連結キャ

ッシュ・フロー

計算書)における

資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）の範囲は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日か

ら3ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

  

同左 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

の範囲は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から3ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 



  

次へ



  

  

  

次へ

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年 9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第5号 平成17年12月

9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第8号 平成17年12月

9日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は 

73,356百万円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第5号 平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第8号 平成17年12月9日）を適用し

ております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は 

81,307百万円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結貸借対照表の

純資産の部については、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。 

────── ────── （企業結合に係る会計基準） 

当連結会計年度より、「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成15年10

月31日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号 最終改定 平成18

年12月22日）を適用しております。 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年 9月30日 

（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間より、改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき、連結調整勘定及び営業権を「のれん」として表示しており

ます。 

なお、前中間連結会計期間において、営業権は、連結貸借対照

表の無形固定資産「その他」に374百万円含まれております。 

  

  

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間において「その他」に含めていた「貸倒引

当金戻入益」は、当中間連結会計期間において特別利益の100分

の10を超えたため区分掲記しております。 

なお、前中間連結会計期間における「貸倒引当金戻入益」の金

額は20百万円であります。 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間において「その他」に含めていた「材料

処分益」は、当中間連結会計期間において営業外収益の100分の

10を超えたため区分掲記しております。 

なお、前中間連結会計期間における「材料処分益」の金額は

36百万円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間連結会計期間より、連結調整勘定を「のれん」として表

示したことに伴い、営業活動によるキャッシュ・フローの連結調

整勘定償却額を「のれん償却額」として表示しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年3月31日） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額は 

122,490百万円であります。 

※1 有形固定資産の減価償却累計額は 

123,830百万円であります。 

※1 有形固定資産の減価償却累計額は 

118,312百万円であります。 

※2 担保提供資産とそれに対応する債務 ※2 担保提供資産とそれに対応する債務 ※2 担保提供資産とそれに対応する債務 

担保提供資産 担保提供資産 担保提供資産 

現金及び預金 18 百万円 建物及び構築物 843 百万円 建物及び構築物 153 百万円 

建物及び構築物 148 〃 土地 370 〃 土地 147 〃 

土地 147 〃 投資有価証券 7,754 〃 投資有価証券 7,098 〃 

投資有価証券 6,305 〃 合計 8,969 〃 合計 7,400 〃 

合計 6,619 〃 

対応債務 対応債務 対応債務 

買掛金 18 百万円 短期借入金 ＊ 14,065 百万円 短期借入金 ＊ 8,962 百万円 

短期借入金 ＊ 8,393 〃 長期借入金 2,814 〃 長期借入金 4,564 〃 

長期借入金 3,566 〃 保証債務 1,618 〃 保証債務 1,256 〃 

保証債務 1,343 〃 合計 18,497 〃 合計 14,783 〃 

合計 13,321 〃 

＊ 1年以内に返済される予定の 

長期借入金を含んでおります。 

＊ 1年以内に返済される予定の 

長期借入金を含んでおります。 

＊ 1年以内に返済される予定の 

長期借入金を含んでおります。 

3 偶発債務 3 偶発債務 3 偶発債務 

保証債務及び保証予約 

下記の4社の銀行等の借入金に対し債務保

証を行っております。 

保証債務及び保証予約 

下記の4社の銀行等の借入金に対し債務保

証を行っております。 

保証債務及び保証予約 

下記の5社の銀行等の借入金に対し債務保

証を行っております。 

PT.GS Battery 951 百万円 PT.GS Battery 931 百万円 PT.GS Battery 773 百万円 

上海杰士鼎虎動力

有限公司 
23 〃 

天津東邦鉛資源再

生有限公司 
139 〃 

上海杰士鼎虎動力

有限公司 
24 〃 

天津東邦鉛資源再

生有限公司 
133 〃 

連雲港倚天科技有

限公司 
125 〃 

天津東邦鉛資源再

生有限公司 
138 〃 

金馬電機㈱ 13 〃 
北京日佳電源有限

公司 
15 〃 

連雲港倚天科技有

限公司 
66 〃 

合計 1,121 〃 合計 1,210 〃 金馬電機㈱ 9 〃 

合計 1,011 〃 

この他に、下記の会社の銀行等の借入金

に対し保証予約を行っております。 

この他に、下記の会社の銀行等の借入金に

対し保証予約を行っております。 

この他に、下記の会社の銀行等の借入金

に対し保証予約を行っております。 

山東華日電池有限

公司 
219 百万円 

山東華日電池有限

公司 
407 百万円 

山東華日電池有限

公司 
239 百万円 

北京日佳電源有限

公司 
15 〃 

北京日佳電源有限

公司 
15 〃 

合計 234 〃 合計 254 〃 

  

4 受取手形割引高 65 百万円 4 受取手形割引高 56 百万円 4 受取手形割引高 90 百万円 

受取手形裏書高 13 百万円 受取手形裏書高 2 百万円 

※5 投資有価証券には、貸付有価証券

8,650百万円が含まれております。 

※5 投資有価証券には、貸付有価証券

9,083百万円が含まれております。 

※5 投資有価証券には、貸付有価証券

8,445百万円が含まれております。 

※6 中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、当中間連結会計期

間の末日が金融機関の休日でありまし

たが、満期日に決済が行われたものと

して処理しております。当中間連結会

計期間末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。 

※6 中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、当中間連結会計期

間の末日が金融機関の休日でありまし

たが、満期日に決済が行われたものと

して処理しております。当中間連結会

計期間末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。 

※6 連結会計年度末日満期手形の会計処

理については、当連結会計年度の末日

が金融機関の休日でありましたが、満

期日に決済が行われたものとして処理

しております。当連結会計年度末日満

期手形の金額は、次のとおりでありま

す。 

受取手形 160 百万円 受取手形 106 百万円 受取手形 171 百万円 

支払手形 101 〃 支払手形 151 〃 支払手形 79 〃 
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前中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年3月31日） 

7 財務制限条項 7 財務制限条項 7 財務制限条項 

借入金のうち、シンジケートローン

契約(残高合計18,080百万円)には、財

務制限条項が付されており、下記のい

ずれかの条項に抵触した場合、多数貸

付人の請求に基づくエージェントの借

入人に対する通知により、契約上の全

ての債務について期限の利益を失い、

借入金元本及び利息を支払うことにな

っております。 

借入金のうち、シンジケートローン

契約(残高合計26,040百万円)には、財

務制限条項が付されており、下記のい

ずれかの条項に抵触した場合、多数貸

付人の請求に基づくエージェントの借

入人に対する通知により、契約上の全

ての債務について期限の利益を失い、

借入金元本及び利息を支払うことにな

っております。 

借入金のうち、シンジケートローン

契約(残高合計17,560百万円)には、財

務制限条項が付されており、下記のい

ずれかの条項に抵触した場合、多数貸

付人の請求に基づくエージェントの借

入人に対する通知により、契約上の全

ての債務について期限の利益を失い、

借入金元本及び利息を支払うことにな

っております。 

（条項） （条項） （条項） 

(1)① シンジケートローン契約に

よる借入の内、6,080百万円 

平成17年3月期以降の各年度の決算

期の末日(中間決算を除く)における連

結貸借対照表に記載される従来の資本

の部の合計金額を543億円以上に維持

すること。 

(1)① シンジケートローン契約に

よる借入の内、5,040百万円 

平成17年3月期以降の各年度の決算

期の末日(中間決算を除く)における連

結貸借対照表に記載される従来の資本

の部の合計金額を543億円以上に維持

すること。 

(1)① シンジケートローン契約に

よる借入の内、5,560百万円 

平成17年3月期以降の各年度の決算

期の末日(中間決算を除く)における連

結貸借対照表に記載される従来の資本

の部の合計金額を543億円以上に維持

すること。 

(1)② シンジケートローン契約に

よる借入の内、12,000百万円 

平成17年3月期における連結貸借対

照表に記載される従来の資本の部の合

計金額を512億円以上に、平成18年3月

期以降については、(ⅰ)512億円また

は(ⅱ)直前の営業年度末の連結貸借対

照表における従来の資本の部の合計金

額の75%のいずれか高い方の金額以上

に維持すること。 

(1)② シンジケートローン契約に

よる借入の内、12,000百万円 

平成17年3月期における連結貸借対

照表に記載される従来の資本の部の合

計金額を512億円以上に、平成18年3月

期以降については、(ⅰ)512億円また

は(ⅱ)直前の営業年度末の連結貸借対

照表における従来の資本の部の合計金

額の75%のいずれか高い方の金額以上

に維持すること。 

(1)② シンジケートローン契約に

よる借入の内、12,000百万円 

平成17年3月期における連結貸借対

照表に記載される従来の資本の部の合

計金額を512億円以上に、平成18年3月

期以降については、(ⅰ)512億円また

は(ⅱ)直前の営業年度末の連結貸借対

照表における従来の資本の部の合計金

額の75%のいずれか高い方の金額以上

に維持すること。 

(1)③ シンジケートローン契約に

よる借入の内、9,000百万円 

各年度の決算期の末日（中間決算を

除く）における連結貸借対照表に記載

される純資産の部の合計額を(ⅰ)644

億円または(ⅱ)直近年度の決算期の末

日における連結貸借対照表に記載され

る純資産の部の合計金額の75％のいず

れか高い方の金額以上に維持するこ

と。 

(2)各年度の決算期の末日(中間決算

を除く)における損益計算書に記載さ

れる経常損益を2期連続で損失としな

いこと。 

(2)各年度の決算期の末日(中間決算

を除く)における損益計算書に記載さ

れる経常損益を2期連続で損失としな

いこと。 

(2)各年度の決算期の末日(中間決算

を除く)における損益計算書に記載さ

れる経常損益を2期連続で損失としな

いこと。 

(3)平成17年3月期以降の各営業年度

末の報告書等に記載される連結貸借対

照表における有利子負債(短期借入

金、1年以内返済予定長期借入金、長

期借入金、社債等)の合計を、従来の

資本の部の合計の2倍以下に維持する

こと。 

(3)平成17年3月期以降の各営業年度

末の報告書等に記載される連結貸借対

照表における有利子負債(短期借入

金、1年以内返済予定長期借入金、長

期借入金、社債等)の合計を、従来の

資本の部の合計の2倍以下に維持する

こと。（(1)③を除く） 

(3)平成17年3月期以降の各営業年度

末の報告書等に記載される連結貸借対

照表における有利子負債(短期借入

金、1年以内返済予定長期借入金、長

期借入金、社債等)の合計を、従来の

資本の部の合計の2倍以下に維持する

こと。 

(4)各年度の決算期の末日(中間決算

を除く)における連結損益計算書に記

載される経常損益を2期連続で損失と

しないこと。 

(4)各年度の決算期の末日(中間決算

を除く)における連結損益計算書に記

載される経常損益を2期連続で損失と

しないこと。 

(4)各年度の決算期の末日(中間決算

を除く)における連結損益計算書に記

載される経常損益を2期連続で損失と

しないこと。 



（中間連結損益計算書関係） 

 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

※1 販売費及び一般管理費の主要な費目 

及び金額は下記のとおりであります。 

※1 販売費及び一般管理費の主要な費目 

及び金額は下記のとおりであります。 

※1 販売費及び一般管理費の主要な費目 

及び金額は下記のとおりであります。 

荷造運送費 4,122 百万円 荷造運送費 4,142 百万円 荷造運送費 9,026 百万円 

従業員給与及び賞与 6,776 〃 従業員給与及び賞与 7,440 〃 従業員給与及び賞与 14,304 〃 

福利厚生費 1,072 〃 福利厚生費 1,212 〃 福利厚生費 2,050 〃 

退職給付費用 961 〃 退職給付費用 865 〃 退職給付費用 1,725 〃 

不動産賃借料 601 〃 不動産賃借料 600 〃 不動産賃借料 1,206 〃 

減価償却費 495 〃 減価償却費 612 〃 減価償却費 1,262 〃 

研究開発費 1,308 〃 研究開発費 1,200 〃 研究開発費 2,587 〃 

のれん償却額 65 〃 のれん償却額 29 〃 のれん償却額 131 〃 

貸倒引当金繰入額 38 〃 貸倒引当金繰入額 124 〃 貸倒引当金繰入額 76 〃 

※2 固定資産売却益の内訳は下記のとおりで

あります。 

※2 固定資産売却益の内訳は下記のとおりであ

ります。 

※2 固定資産売却益の内訳は下記のとおりで

あります。 

建物及び構築物 2 百万円 機械装置及び運搬具 10 百万円 建物及び構築物  2 百万円 

機械装置及び運搬具 10 〃 その他 0 〃 機械装置及び運搬具 33 〃 

土地 107 〃 合計 10 〃 土地  6,354 〃 

合計 119 〃 その他 2 〃 

合計 6,393 〃 

※3 固定資産除却損の内訳は下記のとおりで

あります。 

※3 固定資産除却損の内訳は下記のとおりであ

ります。 

※3 固定資産除却損の内訳は下記のとおりで

あります。 

建物及び構築物 7 百万円 建物及び構築物 25 百万円 建物及び構築物 108 百万円 

機械装置及び運搬具 65 〃 機械装置及び運搬具 27 〃 機械装置及び運搬具 1,630 〃 

その他 4 〃 その他 21 〃 その他 224 〃 

合計 77 〃 合計 74 〃 合計 1,963 〃 

※4 固定資産売却損の内訳は下記のとおりで

あります。 

※4 固定資産売却損の内訳は下記のとおりであ

ります。 

4 固定資産売却損の内訳は下記のとおりで

あります。 

機械装置及び運搬具 1 百万円 建物及び構築物 9 百万円 建物及び構築物 1 百万円

機械装置及び運搬具 1 〃 機械装置及び運搬具 4 〃 

その他 1 〃 その他 2 〃 

合計 12 〃 合計 8 〃 



  

  

次へ

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

※5 当中間連結会計期間において、以下の

資産グループについて減損損失を計上

いたしました。 

※5 ────── ※5 当連結会計年度において、以下の資産

グループについて減損損失を計上いた

しました。 

用途 種類 場所 用途 種類 場所 

事 業 用

資産 

建物及び構築

物、機械装置及

び運搬具等 

神奈川県 

小田原市 

事 業 用

資産 

建 物 及 び 構 築

物、機械装置及

び運搬具等 

京都府 

福知山市 

他 

（減損損失の認識に至った経緯） （減損損失の認識に至った経緯） 

事業用資産のうち、操業度が悪化し、収

益性が低下したことにより投資の回収が

困難と判断されるものについて、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、減損損失

698百万円を特別損失に計上しておりま

す。 

事業用資産については、固定資産を使用し

ている事業の収益性が低下し、かつ市場価

格についても下落したため、減損損失

2,302百万円を特別損失に計上しておりま

す。 

（減損損失の金額） （減損損失の金額） 

種類 金額(百万円) 種類 金額(百万円) 

建物及び構築物 27 建物及び構築物 642

機械装置及び運搬具 565 機械装置及び運搬具 499

その他 105 土地 702

合計 698 リース資産 396

その他 62

合計 2,302

（グルーピング方法） （グルーピング方法） 

事業用資産については、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小単位であ

る、管理会計上使用している事業区分等

の単位によりグルーピングしておりま

す。賃貸用不動産及び遊休資産について

は、個別物件単位でグルーピングしてお

ります。 

事業用資産については、独立したキャッシ

ュ・フローを生み出す最小単位である、管

理会計上使用している事業区分等の単位に

よりグルーピングしております。賃貸用不

動産及び遊休資産については、個別物件単

位でグルーピングしております。 

（回収可能価額の算定方法等） （回収可能価額の算定方法等） 

回収可能価額は、使用価値または正味売

却価額により測定しております。使用価

値は将来キャッシュ・フローを5％で割り

引いて算定しており、正味売却価額は、

主として路線価による相続税評価額に合

理的な調整を行って算出した金額に基づ

き算定しております。 

回収可能価額は、使用価値または正味売却

価額により測定しております。使用価値は

将来キャッシュ・フローを5％で割り引い

て算定しており、正味売却価額は、主とし

て路線価による相続税評価額に合理的な調

整を行って算出した金額に基づき算定して

おります。 



  

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前連結会計 

年度末株式数 

(千株) 

当中間連結会計 

期間増加株式数 

(千株) 

当中間連結会計 

期間減少株式数 

(千株) 

当中間連結会計 

期間末株式数 

(千株) 

発行済株式 

普通株式（注）1 355,539 8,269 － 363,808 

合計 355,539 8,269 － 363,808 

自己株式 

普通株式（注）2 293 33 － 326 

合計 293 33 － 326 

（注） 1. 普通株式の発行済株式の総数の増加 8,269千株は、転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。 

2. 普通株式の自己株式の増加 33千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

2 新株予約権に関する事項 

区分 
新株予約権 

の内訳 

新株予約権 

の目的となる 

株券の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当中間 

連結会計 

期間末残高 

(百万円) 

前連結 

会計年度末 

当中間連結 

会計期間増加 

当中間連結 

会計期間減少 

当中間連結 

会計期間末 

提出会社 

（親会社） 

第1回無担保 

転換社債型 

新株予約権付 

社債 

(注)1,2 

普通株式 － 11,911 8,269 3,642 －

合計 － 11,911 8,269 3,642 －

（注） 1. 当中間連結会計期間の増加のうち、10,341千株は本転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであり、 

1,570千株は発行価格の修正によるものであります。 

2. 当中間連結会計期間の減少は、本転換社債型新株予約権付社債の権利行使によるものであります。 

  

  

  

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前連結会計 

年度末株式数 

(千株) 

当中間連結会計 

期間増加株式数 

(千株) 

当中間連結会計 

期間減少株式数 

(千株) 

当中間連結会計 

期間末株式数 

(千株) 

発行済株式 

普通株式 367,574 － － 367,574 

合計 367,574 － － 367,574 

自己株式 

普通株式（注）1,2 358 53 52 358 

合計 358 53 52 358 

（注） 1. 普通株式の自己株式の増加 53千株は、主に単元未満株式の買取りによるものであります。 

2. 普通株式の自己株式の減少 52千株は、連結子会社が売却した自己株式（当社株式）の当社帰属分の減少であります。 

2 配当に関する事項 

配当金支払額 

  

（決 議） 
株式の種類 配当の総額 

1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
普通株式 1,101百万円 3円 平成19年3月31日 平成19年6月29日 



  

  

  

次へ

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前連結会計 

年度末株式数 

(千株) 

当連結会計 

年度増加株式数 

(千株) 

当連結会計 

年度減少株式数 

(千株) 

当連結会計 

年度末株式数 

(千株) 

発行済株式 

普通株式（注）1 355,539 12,035 － 367,574 

合計 355,539 12,035 － 367,574 

自己株式 

普通株式（注）2 293 65 － 358 

合計 293 65 － 358 

（注） 1. 普通株式の発行済株式の総数の増加 12,035千株は、転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。 

2. 普通株式の自己株式の増加 65千株は、主に単元未満株式の買取りによるものであります。 

2 新株予約権に関する事項 

区分 
新株予約権 

の内訳 

新株予約権 

の目的となる 

株券の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 当連結会計 

年度末残高 

(百万円) 
前連結会計 

年度末 

当連結会計 

年度増加 

当連結会計 

年度減少 

当連結会計 

年度末 

提出会社 

（親会社） 

第1回無担保 

転換社債型 

新株予約権付 

社債 

(注)1,2 

普通株式 － 12,035 12,035 － －

合計 － 12,035 12,035 － －

（注） 1. 当連結会計年度の増加のうち、10,341千株は本転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであり、 

1,693千株は発行価格の修正によるものであります。 

2. 当連結会計年度の減少は、本転換社債型新株予約権付社債の権利行使によるものであります。 

3 配当に関する事項 

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（決 議） 
株式の種類 配当の総額 配当の原資 

1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
普通株式 1,101百万円 利益剰余金 3円 平成19年3月31日 平成19年6月29日 



  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

次へ

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

  

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

  

（平成18年9月30日現在） （平成19年9月30日現在） （平成19年3月31日現在）

現金及び預金勘定 7,055 百万円 現金及び預金勘定 7,445 百万円 現金及び預金勘定 6,395 百万円

預入期間が3ヶ月を 

超える定期預金 
△359 〃 

預入期間が3ヶ月を 

超える定期預金 
△24 〃 

預入期間が3ヶ月を 

超える定期預金 
△69 〃 

現金及び現金同等物 6,696 〃 現金及び現金同等物 7,421 〃 現金及び現金同等物 6,325 〃 



  

（リース取引関係） 

  

次へ

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

1 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

1 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

1 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末

残高相当額 

取得 

価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

中間期 

末残高 

相当額 

取得 

価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

減損損失

累計額 

相当額 

中間期 

末残高 

相当額 

取得 

価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

減損損失

累計額 

相当額 

期末 

残高 

相当額 

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

機械装 

置及び 

運搬具 

5,200 2,311 2,888 

機械装 

置及び 

運搬具 

5,011 2,613 396 2,000

機械装

置及び

運搬具

5,183 2,589 396 2,197

その他 2,202 1,042 1,159 その他 2,156 1,041 － 1,114 その他 2,089 948 － 1,140

合計 7,403 3,354 4,048 合計 7,167 3,655 396 3,115 合計 7,272 3,538 396 3,338

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 

1年内 994 百万円 1年内 964 百万円 1年内 988 百万円 

1年超 3,054 〃 1年超 2,486 〃 1年超 2,746 〃 

計 4,048 〃 計 3,451 〃 計 3,734 〃 

リース資産減損勘定の残高 336百万円 リース資産減損勘定の残高 396百万円 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

（注）同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額

及び減価償却費相当額 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び減損損

失 

支払リース料 514 百万円 支払リース料 496 百万円 支払リース料 1,020 百万円 

減価償却費相当額 514 〃 
リース資産減損勘定

の取崩額 
60 〃 減価償却費相当額 1,020 〃 

減価償却費相当額 435 〃 減損損失 396 〃 

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。 

同左 同左 

2 オペレーティング・リース取引 2 オペレーティング・リース取引 2 オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

1年内 205 百万円 1年内 190 百万円 1年内 204 百万円 

1年超 721 〃 1年超 467 〃 1年超 613 〃 

計 927 〃 計 657 〃 計 818 〃 



（有価証券関係） 

  

(デリバティブ取引関係) 

  

前中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在） 

1 その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：百万円）

取得原価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差額 

(1)株式 6,069 21,420 15,350

(2)債券 

国債、地方債等 29 30 0

(3)その他 74 82 7

計 6,173 21,532 15,358

2 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式 1,685 百万円

その他 793 百万円

当中間連結会計期間末（平成19年9月30日現在） 

1 その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：百万円）

取得原価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差額 

(1)株式 6,382 25,054 18,672

(2)その他 74 110 36

計 6,456 25,165 18,709

2 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式 1,374 百万円

その他 93 百万円

前連結会計年度末（平成19年3月31日現在） 

1 その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：百万円）

取得原価 
連結貸借対照表 

計上額 
差額 

(1)株式 6,369 24,188 17,819

(2)その他 74 92 18

計 6,443 24,281 17,838

2 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式 1,377 百万円 

その他 793 百万円 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の

種類 
取引の種類 

前中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年3月31日） 

契約 

額等 

（百万円） 

時価 

  

（百万円） 

評価 

損益 

（百万円）

契約 

額等 

（百万円）

時価 

  

（百万円）

評価 

損益 

（百万円）

契約 

額等 

（百万円） 

時価 

  

（百万円） 

評価 

損益 

（百万円）

金 利 
スワップ 

取引 
2,000 △   6 △   6 － － － 2,000 △   2 △   2 

合計 2,000 △   6 △   6 － － － 2,000 △   2 △   2 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

   

（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

該当事項はありません。 

  
当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

該当事項はありません。 

  
前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

該当事項はありません。 



 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

電池及び電源 

照明 

  

(百万円)

その他 

  

(百万円) 

計 

  

(百万円) 

消去又 

は全社 

  

(百万円)

連結 

  

(百万円)

国内 

海外 

  

(百万円)

小計 

  

(百万円)

自動車 

電池 

  

(百万円)

産業電池

及び 

電源装置

(百万円)

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 32,647 24,542 44,476 101,666 8,061 11,023 120,750 － 120,750

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 511 34 － 545 35 3,412 3,994 (3,994) －

計 33,158 24,576 44,476 102,212 8,096 14,436 124,744 (3,994) 120,750

営業費用 34,488 22,980 43,160 100,630 7,599 14,597 122,827 (3,198) 119,628

営業利益又は営業損失(△) △1,330 1,596 1,315 1,581 497 △161 1,917 (795) 1,122

(注) 1．事業区分は、当社グループの各社別を基礎として、現に会社が採用する売上集計区分によっております。 

2．各事業の主な製品 

(1)電池及び電源：鉛蓄電池、電源装置及び自動車関連機器等 

(2)照明：施設照明及び紫外線照射装置 

(3)その他：その他電池、「電池及び電源」を除く電気機器、環境関連機器及び電池製造設備等 

3．「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用は718百万円であり、主な内容は提出会社の人事総務部門等管理部門に関わる費用であり

ます。 

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

電池及び電源 

照明 

  

(百万円)

その他 

  

(百万円) 

計 

  

(百万円) 

消去又 

は全社 

  

(百万円)

連結 

  

(百万円)

国内 

海外 

  

(百万円)

小計 

  

(百万円)

自動車 

電池 

  

(百万円)

産業電池

及び 

電源装置

(百万円)

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 34,280 26,434 60,798 121,513 7,461 8,694 137,668 － 137,668

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 462 23 10 495 32 2,201 2,730 (2,730) －

計 34,742 26,457 60,809 122,009 7,494 10,895 140,399 (2,730) 137,668

営業費用 37,983 24,810 59,544 122,337 7,165 10,834 140,337 (1,963) 138,374

営業利益又は営業損失(△) △3,240 1,647 1,265 △328 328 61 61 (766) △705

(注) 1．事業区分は、当社グループの各社別を基礎として、現に会社が採用する売上集計区分によっております。 

2．各事業の主な製品 

(1)電池及び電源：鉛蓄電池、電源装置及び自動車関連機器等 

(2)照明：施設照明及び紫外線照射装置 

(3)その他：その他電池、「電池及び電源」を除く電気機器、環境関連機器及び電池製造設備等 

3．「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用は805百万円であり、主な内容は提出会社の人事総務部門等管理部門に関わる費用であり

ます。 

4. 会計方針の変更 

重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中

間連結会計期間より、平成19年4月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に規定する減価償却の方法に変更して

おります。これにより従来の方法によった場合に比べて、「電池及び電源」事業で55百万円、「照明」事業で0百万円及び「その他」事業

で6百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益又は営業損失が同額減少又は増加しております。 
5. 追加情報 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19

年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。これにより従来の方法によった場合に比べて、「電池及び電源」事業で126百万円、「照明」事業で12百万円及び「その他」事業で55

百万円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益又は営業損失が同額減少又は増加しております。 



  

  

  

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

電池及び電源 

照明 

  

(百万円)

その他 

  

(百万円) 

計 

  

(百万円) 

消去又 

は全社 

  

(百万円)

連結 

  

(百万円)

国内 

海外 

  

(百万円)

小計 

  

(百万円)

自動車 

電池 

  

(百万円) 

産業電池

及び 

電源装置

(百万円)

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 69,309 60,489 90,782 220,582 16,059 24,091 260,732 － 260,732

(2)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
1,131 114 42 1,288 78 7,666 9,033 (9,033) －

計 70,440 60,604 90,824 221,870 16,137 31,758 269,765 (9,033) 260,732

営業費用 73,428 52,833 88,013 214,275 15,050 32,147 261,473 (7,530) 253,942

営業利益又は営業損失(△) △2,987 7,771 2,810 7,594 1,086 △389 8,291 (1,502) 6,789

(注) 1．事業区分は、当社グループの各社別を基礎として、現に会社が採用する売上集計区分によっております。 

2．各事業の主な製品 

(1)電池及び電源：鉛蓄電池、電源装置及び自動車関連機器等 

(2)照明：施設照明及び紫外線照射装置 

(3)その他：その他電池、「電池及び電源」を除く電気機器、環境関連機器及び電池製造設備等 

3．「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用は1,431百万円であり、主な内容は提出会社の人事総務部門等管理部門に関わる費用であり

ます。 



  

  

  

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

  

日本 

（百万円） 

その他の 消去 

アジア 

（百万円） 

欧米 

（百万円） 

地域 

（百万円） 

計 

（百万円） 

又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 80,977 18,242 14,662 6,868 120,750 － 120,750

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 6,504 5,586 97 － 12,188 (12,188) －

計 87,481 23,828 14,760 6,868 132,938 (12,188) 120,750

営業費用 86,184 23,201 14,860 6,773 131,019 (11,390) 119,628

営業利益又は営業損失（△） 1,297 627 △100 95 1,919 (797) 1,122

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア --------------- 中国、台湾、インドネシア、ベトナム 他 

(2) 欧米 --------------- 米国、イギリス、ドイツ 他 

(3) その他の地域 --------------- オーストラリア、ニュージーランド  

3. 「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用は718百万円であり、主な内容は提出会社の人事総務部門等管理部門に関わる費用で

あります。 

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

  

日本 

（百万円） 

その他の 消去 

アジア 

（百万円） 

欧米 

（百万円） 

地域 

（百万円） 

計 

（百万円） 

又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 84,891 24,982 19,732 8,062 137,668 － 137,668

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 8,941 9,866 77 － 18,885 (18,885) －

計 93,833 34,848 19,809 8,062 156,554 (18,885) 137,668

営業費用 94,112 35,821 18,885 7,893 156,712 (18,337) 138,374

営業利益又は営業損失（△） △278 △973 924 169 △157 (547) △705

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア --------------- 中国、台湾、インドネシア、ベトナム 他 

(2) 欧米 --------------- 米国、イギリス、ドイツ 他 

(3) その他の地域 --------------- オーストラリア、ニュージーランド  

3. 「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用は805百万円であり、主な内容は提出会社の人事総務部門等管理部門に関わる費用で

あります。 

4. 会計方針の変更 

重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、当中間連結会計期間より、平成19年4月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に規定する減価償却

の方法に変更しております。これにより従来の方法によった場合に比べて、日本で62百万円営業費用が増加し、営業利益が同額減

少しております。 

5. 追加情報 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、

平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。これにより従来の方法によった場合に比べて、日本で194百万円営業費用が増加し、営業損失が同額増加し

ております。 



  

  

  

次へ

  

  

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

  

日本 

（百万円） 

その他の 消去 

アジア 

（百万円） 

欧米 

（百万円） 

地域 

（百万円） 

計 

（百万円） 

又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 179,091 40,394 27,825 13,420 260,732 － 260,732

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 13,227 11,813 190 － 25,232 (25,232) －

計 192,319 52,208 28,016 13,420 285,964 (25,232) 260,732

営業費用 184,757 50,896 28,487 13,463 277,605 (23,662) 253,942

営業利益又は営業損失（△） 7,561 1,311 △471 △43 8,358 (1,569) 6,789

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア --------------- 中国、台湾、インドネシア、ベトナム 他 

(2) 欧米 --------------- 米国、イギリス、ドイツ 他 

(3) その他の地域 --------------- オーストラリア、ニュージーランド  

3. 「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用は1,431百万円であり、主な内容は提出会社の人事総務部門等管理部門に関わる費用で

あります。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

アジア 欧米 その他の地域 計 

海外売上高（百万円） 19,593 20,672 8,819 49,086

連結売上高（百万円） 120,750

連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 16.2 17.1 7.3 40.7

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

アジア 欧米 その他の地域 計 

海外売上高（百万円） 23,900 26,891 11,189 61,987

連結売上高（百万円） 137,668

連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 17.4 19.5 8.1 45.0

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

アジア 欧米 その他の地域 計 

海外売上高（百万円） 37,739 42,518 18,268 98,526

連結売上高（百万円） 260,732

連結売上高に占める海外売上高の割合(%) 14.5 16.3 7.0 37.8

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2. 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア ---------------- 中国、台湾、インドネシア、ベトナム 他 

(2) 欧米 ---------------- 米国、イギリス、ドイツ 他 

(3) その他の地域 ---------------- オーストラリア、ニュージーランド 他 

3. 海外売上高は、連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 



  

次へ

（企業結合等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

重要な企業結合等はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

1. 平成19年1月1日に当社の連結子会社3社が合併し、事業資産を結合しております。 

(1) 結合当事会社 

㈱ジーエス・ユアサ マニュファクチュアリング 

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ 

㈱ジーエス・ユアサ インダストリー 

(2) 企業結合の法的形式 

共通支配下の取引 

(3) 結合後企業の名称 

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

グループ全体の経営資源配分を柔軟かつ戦略的に見直すことを可能とし、事業セグメント間の相互補完の強化、相乗効果を追及

することによりさらなる成長の実現、収益構造の向上を推進することを目的として平成19年1月1日付で存続会社である㈱ジーエ

ス・ユアサ パワーサプライは、㈱ジーエス・ユアサ マニュファクチュアリング及び㈱ジーエス・ユアサ インダストリーを吸収

合併しております。 

(5) 実施した会計処理の概要 

存続会社である㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライは、平成18年12月31日現在の合併消滅会社の資産、負債及び評価差額等を

簿価により引継いでおります。 

  

  
2. 平成19年3月1日に当社の連結子会社2社が合併し、事業資産を統合しております。 

(1) 結合当事会社 

㈱ジーエス・ユアサ インターナショナル 

㈱ユアサ開発 

(2) 企業結合の法的形式 

共通支配下の取引 

(3) 結合後企業の名称 

㈱ジーエス・ユアサ インターナショナル 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

グループ全体の経営資源配分を柔軟に見直し、グループ事業間や関係会社間の相乗効果、補完効果及び効率化を図り、事業成長

と収益構造の改善などの統合効果を目指すため、平成19年3月1日付で存続会社である㈱ジーエス・ユアサ インターナショナル

は、㈱ユアサ開発を吸収合併しております。 

(5) 実施した会計処理の概要 

存続会社である㈱ジーエス・ユアサ インターナショナルは、平成19年2月28日現在の合併消滅会社の資産、負債及び評価差額等

を簿価により引継いでおります。 



  

(1株当たり情報) 

  

（注）１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

1株当たり純資産 201円82銭 1株当たり純資産 219円92銭 1株当たり純資産 221円44銭

1株当たり中間純利益 2円77銭 1株当たり中間純損失 4円45銭 1株当たり当期純利益 11円42銭

潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額 
2円74銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり中間

純利益については、1株当たり中間純損失

であり、また、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

１株当たり中間（当期）純利益 

又は中間純損失金額 

中間（当期）純利益 

又は中間純損失(△)（百万円） 
995 △1,635 4,130

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益 

又は中間純損失(△)（百万円） 
995 △1,635 4,130

普通株式の期中平均株式数（千株） 358,747 367,199 361,657

潜在株式調整後1株当たり 

中間(当期)純利益 

中間（当期）純利益調整額（百万円） 6 － －

（うち社債転換費用） (6) － －

普通株式増加数（千株） 6,485 － －

（うち新株予約権（千株）） (6,485) － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後1株当たり中間（当期）純利益金額の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

────── ────── ────── 



  

(重要な後発事象) 

  

  

  

前中間連結会計期間 

自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

前連結会計年度 

自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び三菱電

機㈱は、当社の持分法適用関連会社である

三洋ジーエスソフトエナジー㈱（以下、同

社）が製造し、三菱電機㈱に販売した携帯

電話端末用の電池パックの一部に不具合が

発見されたため、これらの電池パック約130

万個全てを回収・交換すると平成18年12月7

日に発表いたしました。 

この回収・交換にかかる費用のうち、同

社が負担する金額は現時点では未定であり

ますが、今後の動向によっては当社グルー

プの損益に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

────── ────── 

(2)【その他】 

該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  

 

前中間会計期間末 

（平成18年9月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

（資産の部） 

Ⅰ 流動資産 

1 現金及び預金 103 25 163 

2 売掛金 285 312 251 

3 たな卸資産 29 25 40 

4 関係会社短期貸付金 65,297 64,747 62,373 

5 未収入金 1,206 969 1,897 

6 その他 203 189 207 

流動資産合計 67,125 44.1 66,270 43.7 64,933 43.2 

Ⅱ 固定資産 

1 有形固定資産 ※1 1,014 1,186 1,053 

2 無形固定資産 98 70 84 

3 投資その他の資産 

 (1)投資有価証券 410 659 698 

 (2)関係会社株式 83,224 83,224 83,224 

 (3)その他 238 242 198 

計 83,874 84,127 84,121 

固定資産合計 84,987 55.9 85,384 56.3 85,259 56.8 

Ⅲ 繰延資産 37 0.0 22 0.0 29 0.0 

資産合計 152,150 100.0 151,677 100.0 150,222 100.0 



 

  
  

  

  

  

前中間会計期間末 

（平成18年9月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

1 短期借入金 33,521 46,914 33,455 

2 コマーシャルペーパー 4,000 4,000 6,000 

3 1年以内償還予定の社債 5,000 － 5,000 

4 未払金 690 718 808 

5 未払法人税等 12 14 － 

6 その他 72 173 70 

流動負債合計 43,296 28.5 51,821 34.2 45,334 30.1 

Ⅱ 固定負債 

1 転換社債型新株予約権付 
社債 

900 － － 

2 長期借入金 25,006 15,678 20,406 

3 役員退職慰労引当金 102 186 139 

4 繰延税金負債 4 105 121 

固定負債合計 26,013 17.1 15,970 10.5 20,666 13.8 

負債合計 69,310 45.6 67,791 44.7 66,001 43.9 

（純資産の部） 

Ⅰ 株主資本 

1 資本金 16,052 10.6 16,505 10.9 16,505 11.0 

2 資本剰余金 

資本準備金 62,373 62,820 62,820 

資本剰余金合計 62,373 40.9 62,820 41.4 62,820 41.8 

3 利益剰余金 

繰越利益剰余金 4,470 4,491 4,787 

利益剰余金合計 4,470 2.9 4,491 3.0 4,787 3.2 

4 自己株式 △62 △0.0 △86 △0.1 △70 △0.0 

株主資本合計 82,833 54.4 83,731 55.2 84,043 56.0 

Ⅱ 評価・換算差額等 

その他有価証券評価 
差額金 

6 0.0 154 0.1 177 0.1 

評価・換算差額等合計 6 0.0 154 0.1 177 0.1 

純資産合計 82,840 54.4 83,885 55.3 84,220 56.1 

負債純資産合計 152,150 100.0 151,677 100.0 150,222 100.0 

  



②【中間損益計算書】 

  

  

  

前中間会計期間 

自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度の要約損益計算書 

自 平成18年4月 １日 

至 平成19年3月31日 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

百分比

（％）

金額 

（百万円） 

百分比

（％）

金額 

（百万円） 

百分比

（％）

Ⅰ 営業収益 2,873 100.0 1,635 100.0 4,233 100.0 

Ⅱ 一般管理費 1,137 39.6 1,152 70.5 2,306 54.5 

営業利益 1,736 60.4 483 29.5 1,927 45.5 

Ⅲ 営業外収益 ※2 611 21.3 915 56.0 1,360 32.2 

Ⅳ 営業外費用 ※3 471 16.4 541 33.1 998 23.6 

経常利益 1,876 65.3 856 52.4 2,289 54.1 

Ⅴ 特別利益 － － － － 0 0.0 

Ⅵ 特別損失 ※4 103 3.6 49 3.0 193 4.6 

税引前中間(当期) 
純利益 

1,772 61.7 807 49.4 2,095 49.5 

法人税、住民税及び 
事業税 

－ 1 － 

法人税等還付税額 35 － 29 

法人税等調整額 185 150 5.3 － 1 0.1 185 155 3.7 

中間(当期)純利益 1,622 56.4 805 49.3 1,939 45.8 



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日) 

(単位：百万円)

 
 

当中間会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日) 

(単位：百万円)

  

前事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) 

(単位：百万円)

  

次へ

株 主 資 本 
評価・換算 

差額等 
純資産合計 

資本金 
資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
その他有価証券

評価差額金 資本準備金 繰越利益剰余金 

平成18年3月31日残高 15,000 61,326 2,847 △52 79,121 3 79,124

中間会計期間中の変動額 

新株の発行 1,052 1,047 2,100 2,100

中間純利益 1,622 1,622 1,622

自己株式の取得 △9 △9 △9

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の 

変動額(純額) 

2 2

中間会計期間中の 

変動額合計 
1,052 1,047 1,622 △9 3,712 2 3,715

平成18年9月30日残高 16,052 62,373 4,470 △62 82,833 6 82,840

株 主 資 本 
評価・換算 

差額等 
純資産合計 

資本金 
資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
その他有価証券

評価差額金 資本準備金 繰越利益剰余金 

平成19年3月31日残高 16,505 62,820 4,787 △70 84,043 177 84,220

中間会計期間中の変動額 

剰余金の配当 △1,101 △1,101 △1,101

中間純利益 805 805 805

自己株式の取得 △15 △15 △15

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の 

変動額(純額) 

△23 △23

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － △296 △15 △311 △23 △334

平成19年9月30日残高 16,505 62,820 4,491 △86 83,731 154 83,885

株 主 資 本 
評価・換算 

差額等 
純資産合計 

資本金 
資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
その他有価証券

評価差額金 資本準備金 繰越利益剰余金 

平成18年3月31日残高 15,000 61,326 2,847 △52 79,121 3 79,124

事業年度中の変動額 

新株の発行 1,505 1,494 3,000 3,000

当期純利益 1,939 1,939 1,939

自己株式の取得 △18 △18 △18

株主資本以外の項目の 

事業年度中の 

変動額(純額) 

174 174

事業年度中の 

変動額合計 
1,505 1,494 1,939 △18 4,921 174 5,095

平成19年3月31日残高 16,505 62,820 4,787 △70 84,043 177 84,220



 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 １日 

至 平成19年3月31 日 

1．資産の評価基

準及び評価方

法 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場相場に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合

への出資（証券取引法第2条第2

項により有価証券とみなされる

もの）については、匿名組合の

財産の持分相当額を「投資有価

証券」として計上しておりま

す。 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合

への出資（金融商品取引法第2

条第2項により有価証券とみな

されるもの）については、匿名

組合の財産の持分相当額を「投

資有価証券」として計上してお

ります。 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場相場に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合

への出資（証券取引法第2条第2

項により有価証券とみなされる

もの）については、匿名組合の

財産の持分相当額を「投資有価

証券」として計上しておりま

す。 

(2) デリバティブ 

時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

(3) たな卸資産 

原材料（部分品） 

総平均法による原価法 

(3) たな卸資産 

原材料（部分品） 

同左 

(3) たな卸資産 

原材料（部分品） 

同左 

2．固定資産の減

価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

建物については定額法、建物

以外については定率法によって

おります。 

(1) 有形固定資産 

建物については定額法、建物

以外については定率法によって

おります。 

(1) 有形固定資産 

建物については定額法、建物

以外については定率法によって

おります。 

なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

3年間で均等償却しておりま

す。 

なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

3年間で均等償却しておりま

す。 

なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

3年間で均等償却しておりま

す。 

また、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

機械及び装置・・・ 

主として4年 

また、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

機械及び装置・・・ 

主として4年 

また、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

機械及び装置・・・ 

主として4年 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年4月1日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞれ

41百万円減少しております。 



 

項目 

前中間会計期間 

自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月１日 

至 平成19年3月31日 

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成19

年3月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価

額の5％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の5％相当額

と備忘価額との差額を5年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。 

これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益がそれぞれ11

百万円減少しております。 

(2) 無形固定資産 

定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

3．繰延資産の処

理方法 

(1) 創立費 

5年で均等償却しております。 

創立費 

同左 

(1) 創立費 

5年で均等償却しております。 

(2) 社債発行費 

支出時に全額費用として処理

しております 

(2) 社債発行費 

支出時に全額費用として処理

しております 

(3) 株式交付費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

(3) 株式交付費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

4．引当金の計上 

基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るために、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

  

(1) 貸倒引当金 

同左 
(1)   貸倒引当金 

同左 

(2) 役員退職慰労引当金 

役員及び執行役員の退職時の支

給慰労金に充てるため、当社の内

規に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

  

(2)   役員退職慰労引当金 
同左 

(2) 役員退職慰労引当金 

役員及び執行役員の退職時の支

給慰労金に充てるため、当社の内

規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

  
5．外貨建の資産

及び負債の本

邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間期末

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。 

  

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。 

6．リース取引の

処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

同左 

  

  

同左 



  

次へ

項目 

前中間会計期間 

自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月１日 

至 平成19年3月31日 

7．ヘッジ会計の 

方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を充たす金利ス

ワップについて、特例処理を採用

しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(3) ヘッジ方針 

当社の内部規程に基づき、変動

金利を固定化するため、想定元

本、利息の受払条件及び契約期間

等がヘッジ対象と同一となる金利

スワップを行っております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては、特例

処理を採用しているため有効性の

評価を省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

8．その他中間財

務 諸 表（財 務

諸 表）作 成 の

ための基本と

なる重要な事

項 

消費税等の会計処理の方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理の方法 

同左 

消費税等の会計処理の方法 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  

次へ

前中間会計期間 

自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 １日 

至 平成19年3月31 日 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第8号 平成17年12月9日）を適用しており

ます。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

82,840百万円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しております。 

  

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8

号 平成17年12月9日）を適用しておりま

す。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

84,220百万円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

次へ

前中間会計期間末 

（平成18年9月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前事業年度末 

（平成19年3月31日） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額は3,891

百万円であります。 

  

※1 有形固定資産の減価償却累計額は4,141

百万円であります。 

  

※1 有形固定資産の減価償却累計額は4,054

百万円であります。 

  

2 偶発債務 

（保証債務及び保証予約） 

他の会社の金融機関からの借入に対

し、債務保証及び保証予約を行ってお

ります。 

2 偶発債務 

（保証債務及び保証予約） 

他の会社の金融機関からの借入に対

し、債務保証及び保証予約を行ってお

ります。 

2 偶発債務 

（保証債務及び保証予約） 

他の会社の金融機関からの借入に対

し、債務保証及び保証予約を行ってお

ります。 

イ．保証債務 イ．保証債務 イ．保証債務 
  

  

天津統一工業有限公司 5,303 百万円 

Yuasa Battery, Inc. 594 〃 

GS Yuasa Battery  
Singapore Co. Pte. Ltd. 

134 〃 

GS Battery(U.S.A.)Inc. 338 〃 

Century Yuasa 
Batteries Pty Ltd. 

1,350 〃 

広東湯浅蓄電池有限公司 175 〃 

湯浅蓄電池(順徳)有限公司 1.595 〃 

PT.Yuasa Battery 
Indonesia 

1,010 〃 

Yuasa Battery (UK) Ltd. 4,051 〃 

杰士電池有限公司 434 〃 

Yuasa (Tianjin) 
Technology Ltd. 

1,724 〃 

PT.GS Battery 951 〃 

天津東邦鉛資源再生有限公司 133 〃 

上海杰士鼎虎動力有限公司 23 〃 

亜洲傑士照明股份有限公司 137 〃 

合計 17,961 〃 

  

天津統一工業有限公司 6,031 百万円

Yuasa Battery, Inc. 582 〃 

GS Yuasa Battery 
Singapore Co. Pte. Ltd. 

171 〃

GS Battery(U.S.A.)Inc. 465 〃

Century Yuasa
Batteries Pty Ltd. 

2,280 〃

広東湯浅蓄電池有限公司 173 〃

湯浅蓄電池(順徳)有限公司 2,675 〃

PT.Yuasa Battery
Indonesia 

954 〃

Yuasa Battery (UK) Ltd. 4,288 〃

杰士電池有限公司 520 〃

Yuasa (Tianjin)
Technology Ltd. 

2,561 〃

PT.GS Battery 931 〃

天津東邦鉛資源再生有限公司 139 〃

天津湯浅蓄電池有限公司 522 〃

連雲港倚天科技有限公司 125 〃

北京日佳電源有限公司 15 〃 

合計 22,438 〃 

天津統一工業有限公司 5,811 百万円

Yuasa Battery, Inc. 1,523 〃 

GS Yuasa Battery  
Singapore Co. Pte. Ltd. 

137 〃

GS Battery(U.S.A.)Inc. 863 〃

Century Yuasa 
Batteries Pty Ltd. 

1,849 〃

広東湯浅蓄電池有限公司 177 〃

湯浅蓄電池(順徳)有限公司 2,139 〃

PT.Yuasa Battery 
Indonesia 

1,226 〃

Yuasa Battery (UK) Ltd. 4,243 〃

杰士電池有限公司 415 〃

Yuasa (Tianjin) 
Technology Ltd. 

2,065 〃

PT.GS Battery 773 〃

天津東邦鉛資源再生有限公司 138 〃

上海杰士鼎虎動力有限公司 24 〃

亜洲傑士照明股份有限公司 95 〃

天津湯浅蓄電池有限公司 15 〃

連雲港倚天科技有限公司 66 〃

金馬電機株式会社 9 〃

合計 21,575 〃

ロ．保証予約 ロ．保証予約 ロ．保証予約 
  

山東華日電池有限公司 219 百万円 

北京日佳電源有限公司 15 〃 

合計 234 〃 

  

  

山東華日電池有限公司 407 百万円 山東華日電池有限公司 239 百万円

北京日佳電源有限公司 15 〃 

合計 254 〃



  
次へ

前中間会計期間末 

（平成18年9月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年9月30日） 

前事業年度末 

（平成19年3月31日） 

3 財務制限条項 

借入金のうち、シンジケートローン

契約（残高合計18,080百万円）には、

財務制限条項が付されており、下記の

いずれかの条項に抵触した場合、多数

貸付人の請求に基づくエージェントの

借入人に対する通知により、契約上の

全ての債務について期限の利益を失

い、借入金元本及び利息を支払うこと

になっております。 

3 財務制限条項 

借入金のうち、シンジケートローン

契約（残高合計26,040百万円）には、

財務制限条項が付されており、下記の

いずれかの条項に抵触した場合、多数

貸付人の請求に基づくエージェントの

借入人に対する通知により、契約上の

全ての債務について期限の利益を失

い、借入金元本及び利息を支払うこと

になっております。 

3 財務制限条項 

借入金のうち、シンジケートローン

契約（残高合計17,560百万円）には、

財務制限条項が付されており、下記の

いずれかの条項に抵触した場合、多数

貸付人の請求に基づくエージェントの

借入人に対する通知により、契約上の

全ての債務について期限の利益を失

い、借入金元本及び利息を支払うこと

になっております。 

(条項) 

(1)① シンジケートローン契約による

借入の内、6,080百万円 

平成17年3月期以降の各年度の

決算期の末日(中間決算を除く)

における連結貸借対照表に記載

される従来の資本の部の合計金

額を543億円以上に維持するこ

と。 

(条項) 

(1)① シンジケートローン契約による

借入の内、5,040百万円 

平成17年3月期以降の各年度の

決算期の末日(中間決算を除く)

における連結貸借対照表に記載

される従来の資本の部の合計金

額を543億円以上に維持するこ

と。 

(条項) 

(1)① シンジケートローン契約による

借入の内、5,560百万円 

平成17年3月期以降の各年度の

決算期の末日(中間決算を除く)

における連結貸借対照表に記載

される従来の資本の部の合計金

額を543億円以上に維持するこ

と。 

(1)② シンジケートローン契約による

借入の内、12,000百万円 

平成17年3月期における連結貸

借対照表に記載される従来の資

本の部の合計金額を512億円以

上に、平成18年3月期以降につ

いては、（ⅰ）512億円または

（ⅱ）直前の営業年度末の連結

貸借対照表における従来の資本

の部の合計金額の75%のいずれ

か高い方の金額以上に維持する

こと。 

(1)② シンジケートローン契約による

借入の内、12,000百万円 

平成17年3月期における連結貸

借対照表に記載される従来の資

本の部の合計金額を512億円以

上に、平成18年3月期以降につ

いては、（ⅰ）512億円または

（ⅱ）直前の営業年度末の連結

貸借対照表における従来の資本

の部の合計金額の75%のいずれ

か高い方の金額以上に維持する

こと。 

(1)② シンジケートローン契約による

借入の内、12,000百万円 

平成17年3月期における連結貸

借対照表に記載される従来の資

本の部の合計金額を512億円以

上に、平成18年3月期以降につ

いては、（ⅰ）512億円または

（ⅱ）直前の営業年度末の連結

貸借対照表における従来の資本

の部の合計金額の75%のいずれ

か高い方の金額以上に維持する

こと。 

(1)③ シンジケートローン契約による

借入の内、9,000百万円 

各年度の決算期の末日(中間決

算を除く)における連結貸借対

照表に記載される純資産の部の

合計額を（ⅰ）644億円または

（ⅱ）直近年度の決算期の末日

における連結貸借対照表に記載

される純資産の部の合計金額の

75%のいずれか高い方の金額以

上に維持すること。 

(2)各年度の決算期の末日（中間決算を

除く）における損益計算書に記載さ

れる経常損益を2期連続で損失とし

ないこと。 

(2)各年度の決算期の末日（中間決算を

除く）における損益計算書に記載さ

れる経常損益を2期連続で損失とし

ないこと。 

(2)各年度の決算期の末日（中間決算を

除く）における損益計算書に記載さ

れる経常損益を2期連続で損失とし

ないこと。 

(3)平成17年3月期以降の各営業年度末

の報告書等に記載される連結貸借対

照表における有利子負債（短期借入

金、１年以内返済予定長期借入金、

長期借入金、社債等）の合計を、従

来の資本の部の合計の2倍以下に維

持すること。 

(3)平成17年3月期以降の各営業年度末

の報告書等に記載される連結貸借対

照表における有利子負債（短期借入

金、１年以内返済予定長期借入金、

長期借入金、社債等）の合計を、従

来の資本の部の合計の2倍以下に維

持すること。((1)③を除く) 

(3)平成17年3月期以降の各営業年度末

の報告書等に記載される連結貸借対

照表における有利子負債（短期借入

金、１年以内返済予定長期借入金、

長期借入金、社債等）の合計を、従

来の資本の部の合計の2倍以下に維

持すること。 

(4)各年度の決算期の末日（中間決算を

除く）における連結損益計算書に記

載される経常損益を2期連続で損失

としないこと。 

  

(4)各年度の決算期の末日（中間決算を

除く）における連結損益計算書に記

載される経常損益を2期連続で損失

としないこと。 

  

(4)各年度の決算期の末日（中間決算を

除く）における連結損益計算書に記

載される経常損益を2期連続で損失

としないこと。 

  



（中間損益計算書関係） 

  

次へ

前中間会計期間 

自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 １日 

至 平成19年3月31 日 

1 減価償却実施額 1 減価償却実施額 1 減価償却実施額 

  

  

有形固定資産 170 百万円 

無形固定資産 14 〃 

  

  

有形固定資産 277 百万円 

無形固定資産 14 〃 

  

  

有形固定資産 351 百万円 

無形固定資産 29 〃 

※2 営業外収益のうち主要なもの ※2 営業外収益のうち主要なもの ※2 営業外収益のうち主要なもの 

  

  

受取利息 563 百万円 

  

  

受取利息 746 百万円 

  

  

受取利息 1,278 百万円 

※3 営業外費用のうち主要なもの ※3 営業外費用のうち主要なもの ※3 営業外費用のうち主要なもの 

  

  

支払利息 358 百万円 

社債利息 29 〃 

  

  

支払利息 433 百万円 

社債利息 25 〃 

  

  

支払利息 779 百万円 

社債利息 60 〃 

※4 特別損失のうち主要なもの ※4 特別損失のうち主要なもの ※4 特別損失のうち主要なもの 

  

  

事務所移転費用 75 百万円 

前期損益修正損 13 〃 

事業再編費用 12 〃 

  

  

固定資産除却損 18 百万円 

クレーム補償費用 18 〃 

  

  

事務所移転費用 75 百万円 

前期損益修正損 50 〃 

事業再編費用 23 〃 

商標権関連費用 24 〃 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

  

  

前中間会計期間（自 平成18年4月1日  至 平成18年9月30日） 

  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加32千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

  

  

当中間会計期間（自 平成19年4月1日  至 平成19年9月30日） 

  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加52千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

  

  

前事業年度（自 平成18年4月1日  至 平成19年3月31日） 

  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加64千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

  

次へ

前事業年度末 

株式数 

（千株） 

当中間会計期間 

増加株式数 

（千株） 

当中間会計期間 

減少株式数 

（千株） 

当中間会計期間末 

株式数 

（千株） 

普通株式（注） 211 32 － 244 

合  計 211 32 － 244 

前事業年度末 

株式数 

（千株） 

当中間会計期間 

増加株式数 

（千株） 

当中間会計期間 

減少株式数 

（千株） 

当中間会計期間末 

株式数 

（千株） 

普通株式（注） 275 52 － 328 

合  計 275 52 － 328 

前事業年度末 

株式数 

（千株） 

当事業年度 

増加株式数 

（千株） 

当事業年度 

減少株式数 

（千株） 

当事業年度 

株式数 

（千株） 

普通株式（注） 211 64 － 275 

合  計 211 64 － 275 



（リース取引関係） 

  

前中間会計期間 

自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自 平成19年4月１日 

至 平成19年9月30日 

前事業年度 

自 平成18年4月 １日 

至 平成19年3月31 日 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  

  
取 得 価 額
相当額 

(百万円) 

減 価 償 却
累 計 額 相
当額 

(百万円) 

中 間 期 末
残 高 相 当
額 

(百万円) 

工具器具及
び備品 

152 68 83 

ソフトウ 
ェア 

16 6 10 

合計 168 74 94 

  

  

  
取得価額
相当額 

(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 

(百万円)

中間期末
残高相当
額 

(百万円) 

工具器具及
び備品 

149 92 56 

ソ フ ト ウ
ェア 

12 5 6 

合計 161 98 63 

  

  

  
取得価額
相当額 

(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 

(百万円) 

期末残高
相当額 

(百万円) 

工具器具及
び備品 

149 80 68 

ソ フ ト ウ
ェア 

16 7 8 

合計 166 88 77 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しておりま

す。 

（注）同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

  

  

１年内 30 百万円 

１年超 63 〃 

合計 94 〃 

  

  

１年内 30 百万円 

１年超 32 〃 

合計 63 〃 

  

  

１年内 30 百万円 

１年超 46 〃 

合計 77 〃 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

  

  

支払リース料 18 百万円 

減価償却費相当額 18 〃 

  

  

支払リース料 15 百万円 

減価償却費相当額 15 〃 

  

  

支払リース料 33 百万円 

減価償却費相当額 33 〃 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

  

  

  

(重要な後発事象) 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(2) 【その他】 

  

該当事項はありません。 

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）、当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）及

び前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは

ありません。 



第６【提出会社の参考情報】 
当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

  

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
該当事項はありません。 

(1) 臨時報告書 ( 証券取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関す

る内閣府令第19条第2項第19号(連結会社の財政状態及び

経営成績に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基

づく提出 

  

  

  

) 

平成19年5月14日 

関東財務局長に提出 

(2) 有価証券報告書及び 

その添付書類 

( 事業年度 

(第３期) 

自平成18年4月 1日 

至平成19年3月31日 

    

) 

平成19年 6月29日 

関東財務局長に提出 

(3) 有価証券報告書(第3期)の訂

正報告書 

( 金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づく提出 ) 平成19年11月30日 

関東財務局長に提出 



 独立監査人の中間監査報告書 

平成18年12月21日 

株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 

取 締 役 会   御中 

  
監査法人 ト ー マ ツ 

  

指 定 社 員 

業務執行社員 
公認会計士 大 西 寛 文  印 

指 定 社 員 

業務執行社員 
公認会計士 岸   秀 隆  印 

  
指 定 社 員 

業務執行社員 

  

公認会計士 三 浦 宏 和  印 

  
当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられている株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーションの平成18年4月1日から平成19年3月31

日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中

間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行

われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連

結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション及び連結子会社

の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年4月1

日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表

示しているものと認める。 

  
追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社の持分法適用関連会社である三洋ジーエスソフト

エナジー㈱が製造し、販売した携帯電話端末用の電池パックの一部に不具合が発見されたため、こ

れらの電池パックを回収・交換することとなった。 

この回収・交換にかかる費用のうち、同社が負担する金額は現時点では未定であるが、今後の動

向によっては会社グループの損益に影響を及ぼす可能性がある。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以 上 

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 



   
  

独立監査人の中間監査報告書 
  

 平成19年12月7日 

  

株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 

取 締 役 会   御中 

  
 監査法人 ト ー マ ツ 

  

指 定 社 員 

業務執行社員 
公認会計士 大 西 寛 文  印 

  
指 定 社 員 

業務執行社員 

  

公認会計士 三 浦 宏 和  印 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の

状況」に掲げられている株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーションの平成19年4月1日から平成

20年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）

に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行

われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連

結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション及び連結子会社

の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年4月1

日から平成19年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表

示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

以 上 

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  

独立監査人の中間監査報告書 

平成18年12月21日 

株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 

取 締 役 会   御中 

  

監査法人 ト ー マ ツ 

  

指 定 社 員 

業務執行社員 
公認会計士 大 西 寛 文  印 

指 定 社 員 

業務執行社員 
公認会計士 岸   秀 隆  印 

  
指 定 社 員 

業務執行社員 

    

  公認会計士 三 浦 宏 和  印 

    

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられている株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーションの平成18年4月1日から平成19年3月31

日までの第3期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間財

務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の

判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中

間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われてい

る。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーションの平成18年9月30日現在

の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）

の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以 上 

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管している。 



  

  
  

独立監査人の中間監査報告書 
  

 平成19年12月7日 

  

株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 

取 締 役 会   御中 

  
 監査法人 ト ー マ ツ 

  

指 定 社 員 

業務執行社員 
公認会計士 大 西 寛 文  印 

  
指 定 社 員 

業務執行社員 

    
  公認会計士 三 浦 宏 和  印 

    

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の

状況」に掲げられている株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーションの平成19年4月1日から平成

20年3月31日までの第4期事業年度の中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）に

係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の

判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中

間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われてい

る。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーションの平成19年9月30日現在

の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）

の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

以 上 

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管している。
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